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平成１９年特定サービス産業実態調査

ソフトウェア業，情報処理・提供サービス業

調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「主たる業務」（※）について「あなたの事業所」に関する

内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

（※）この調査における「主たる業務」とは、「ソフトウェア業務」、「情報処理・提供サービス業務」

のうち、売上高が多い業務をいいます（以下同じ）。当該各業務の内容は、下記の「Ⅱ．

調査対象となる事業所」の（１）及び（２）において記載されている業務となります

ので参照してください。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類３９１－ソフトウェア業又

は同小分類３９２－情報処理・提供サービス業に格付けされる事業所です。具体的には、

（１）「ソフトウェア業」は、顧客の要請に応じて、以下の業務を営む事業所が調査の対象となりま

す。

①電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関する調査、分析、助言などのサービス

②電子計算機のパッケージプログラム（※）の作成及びその作成に関する調査、分析、助

言などのサービス

（※）プログラムとマニュアルがセットになって箱にパッケージングされているソフトウェア、パソ

コン等に最初から組み込まれて（インストールされて）出荷されているソフトウェア、ゲー

ム用ソフトウェアなど

（２）「情報処理・提供サービス業」は、顧客の要請に応じて、以下の業務を営む事業所が調査の対

象となります。

①電子計算機を用いて委託された計算を行うサービス（顧客が自ら運転する場合を含む）

②電子計算機用のデータ媒体にデータを書き込むサービス（データエントリーサービス）
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③各種（不動産情報、気象情報、科学技術情報など）のデータを収集、加工、蓄積し、情

報として提供するデータベースサービス

④ユーザーの情報処理システム、電子計算機室などの管理運営サービス

⑤市場調査、世論調査などの各種調査サービス

ただし、次のような業務を行う事業所は調査の対象となりません。

①インターネット附随サービス業（JSIC小分類401）

（注）アプリケーション・サービス・プロバイダー（ＡＳＰ）、コンテンツ配信等の業

務ですが、ソフトウェアの作成から一貫して行うＡＳＰ業務など一部調査の対象と

なる業務もあるため、詳細については本記入注意の６頁をご覧ください。

②ソフトウェアの販売

他の事業所によって開発されたソフトウェア・プロダクトの販売のみを行っている

事業所（JSIC大分類Ｊ－卸売・小売業）

③社内業務

ソフトウェア業務又は情報処理・提供サービス業務を自企業のための社内業務とし

てのみ行っている事業所（金融機関の計算部門等）

④情報を記録した物（オーディオディスクレコード、ビデオディスクレコード、オーディ

オテープレコード、磁気カード等）の製造→情報記録物製造業（JSIC細分類3296）

⑤新聞、定期刊行物、テレビ等へのニュースの提供→ニュース供給業（JSIC細分類4151）

⑥興信所（JSIC細分類8091）、観光案内業（JSIC細分類8399）

⑦経営コンサルタント業（JSIC細分類8093）

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）
（１） ソフトウェア業（JSIC小分類番号：391）

① 受託開発ソフトウェア業（JSIC細分類番号：3911）

顧客の委託により、電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、

分析、助言などを行う事業所をいう。

【例示】受託開発ソフトウェア業、プログラム作成業、情報システム開発業、ソフトウェア

作成コンサルタント業

② パッケージソフトウェア業（JSIC細分類番号：3912）

電子計算機のパッケージプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、

助言などを行う事業所をいう。

【例示】パッケージソフトウェア業、ゲーム用ソフトウェア作成業

（２） 情報処理・提供サービス業（JSIC小分類番号：392）

① 情報処理サービス業（JSIC細分類番号：3921）

電子計算機などを用いて委託された計算サービス（顧客が自ら運転する場合を含む）、

データエントリーサービスなどを行う事業所をいう。

【例示】受託計算サービス業、計算センター、タイムシェアリングサービス業、

マシンタイムサービス業、データエントリー業、パンチサービス業

② 情報提供サービス業（JSIC細分類番号：3922）

各種のデータを収集、加工、蓄積し、情報として提供する事業所をいいます。

【例示】データベースサービス業（不動産情報、交通運輸情報、気象情報、科学技術

情報などの提供サービス業）

③ その他の情報処理・提供サービス業（JSIC細分類番号：3929）

市場調査、世論調査など、他に分類されない情報処理・提供サービスを行う

事業所をいう。

【例示】市場調査業、世論調査業



- 3 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が現に所在する所在地を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、本社が現に所在する所在地を記入してください。したがって、

あなたの事業所が本社である場合は、この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場

資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を○で囲ん

でください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社な

どをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あらかじめプリントされている

内容が違う場合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する本社・支社別の

番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別

（つづき） １ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入

してください。他の事業所分は含みません。

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１８年１１月１日か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「ソ

フトウェア業務」、「情報処理・提供サービス業務」及び「その他業務」に

分けて業務別売上高を記入してください。

② 「ソフトウェア業務」及び「情報処理・提供サービス業務」の業務の内容

については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象となる事業所」において記載さ

れている業務（１～２頁参照）に基づきますので、当該部分を参照してく

ださい。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。例えば、「インターネッ

ト附随サービス業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の表の
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 「インターネット附随サービス業務」欄に、「その他業務」全体の売上高に

（つづき） 対する「インターネット附随サービス業務」の売上高の割合を記入してく

ださい。

なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、記入注意

の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業別区分（７～８

頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「主たる業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 「ソフトウェア業務」と「情報処理・提供サービス業務」のうち、売上高

が多い業務（「主たる業務」といいます（以下同じ）。）のみについて、矢印

に従って該当する業務の表に、年間売上高の業務種類別の割合を、合計が

１００％となるように整数で記入してください（対象となる業務について

は、国内・国外取引を問いません）。なお、合計が１００％にならない時は、

割合の最も大きいところで調整してください。

② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

＜ソフトウェア業務＞

業 務 種 類 内 容 例 示

○特定のユーザーからの受注により、新たに開発・作成

するオーダーメードのソフトウェアをいい、システム

インテグレーション・サービス（※）や保守業務も含

めてください。

（※）「システムインテグレーション・サービス」

受 注 ソ フ ト 情報システムの企画提案（コンサルティング）か

ウ ェ ア 開 発 ら要件定義、開発・構築、運用、教育に至るまで、

システム構築に係る一切を総合して提供するサー

ビス（LAN等ネットワーク構築を含む。）
○情報処理サービス業者が受託計算業務のために開発・

作成するソフトウェア及び契約先に出向いてソフト

ウェアを開発・作成する場合も含めてください。

○不特定多数のユーザーを対象として開発・作成する

ソフトウェア・ イージーオーダーまたはレディメードのソフトウェア

プ ロ ダ ク ツ をいいます。

○他の企業で開発したソフトウェアであっても、自社

ブランド名で販売する場合はここに含めてください。

業 務 用 ○企業や官庁などで業務用に使用されるソフトウェア・

パッケージ プロダクツをいいます。

○家庭用テレビゲーム、パソコン用ゲーム、携帯用ゲー

ゲームソフト ム（単体で内蔵チップのみで起動するものは除きます）

等のゲームソフトの開発・作成などを行う業務をいい

ます。

コンピュータ ○コンピュータシステムを管理し、基本的なユーザー操

等基本ソフト 作環境を提供するソフトウェアをいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ＜情報処理・提供サービス業務＞

（つづき） 業 務 種 類 内 容 例 示

○オンライン情報処理、オフライン情報処理、ＡＳＰ（ア

情 報 処 理 プリケーション・サービス・プロバイダー）サービス

サ ー ビ ス （ソフトウェアの作成から一貫して行うものに限る）、

情報処理コンサルティングサービス（ＩＴ関連投資に

係わる企画コンサルティングのみ）など

○ユーザーの情報処理システム、電子計算機室などの管

理運営を受託するサービス業務、アウトソーシングサー

ビス（データセンターに係わる業務を含めますが、サー

バーをインターネット回線及び専用回線により契約先

のＰＣ等に接続し、サーバーシステムの運用・管理等

シ ス テ ム 等 の業務を行うインターネットデータセンターは含めま

管理運営受託 せん）をここに含めてください。

○オペレーター、キーパンチャーなどを契約先に派遣し

て運営する場合もここに含めます。ただし、労働者派

遣法上の労働者派遣に該当する場合は「その他業務」

の「サービス業務」に含めてください。

○システムの構築を含め一括受注した場合は、それぞれ

の業務に分割して記入してください。分割が困難であ

ればここに含めてください。

デ ー タ ベ ー ス ○コンピュータに各種データを収集、加工、蓄積し、要

サ ー ビ ス 求に応じて情報として提供する業務をいいます。

インターネット ○インターネットなどのネットワーク経由でのデータ

に よ る も の ベースの提供業務をいいます。（情報の収集、加工を行

い、情報提供を行っているものに限る。）

○インターネットなどのネットワーク経由によらないオ

そ の 他 ンラインでの提供、その他磁気テープ、CD-ROM など

のパッケージメディアによる提供業務をいいます。

○シンクタンク業務、コンサルティング（情報処理コン

各 種 調 査 サルティングサービスは本業務種類区分の「情報処理

サービス」に含めてください。）、市場調査、世論調査、

経済調査などの業務をいいます。

そ の 他 ○キーパンチなどのデータ入力、情報サービス業に係わ

る講習会・教育訓練の講師など労働者派遣法に基づく

派遣契約によらない業務（業務請負など）の収入、そ

の他上記以外の情報処理・提供サービス業の業務をい

います。

（注）「インターネット附随サービス業務」（日本標準産業分類（JSIC）小分類番

号401）についてはこの調査の対象とはなりません。（ただし、以下のとお

り、一部調査の対象となる業務もあります。）

【インターネット附随サービス業務の主な業務】

① ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダー）業務

ソフトウェアを購入し、オフィス・アプリケーションを複数の利用

者にネットワーク経由で提供し、対価として利用料を徴収するサービ

ス業務（ただし、ソフトウェアの作成から一貫して行うものは、この
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 調査の対象となります。）

（つづき） ② ＩＤＣ（インターネットデータセンター）業務

ＩＤＣが保有するサーバーをインターネット回線又は専用回線によ

り契約先のＰＣ等に接続し、サーバーシステムの運用、管理等の業務

及びインターネットのためのサーバーの賃貸、管理等を行うサーバホ

スティング・ハウジング業務（ただし、従来型のバッチ処理による計

算処理等は、この調査の対象となります。）

③ コンテンツ配信業務

ソフトウェアの作成を行わず、インターネット上で映像、音楽、オ

ンラインゲーム等を配信する業務（ただし、不動産情報、気象情報及

び経済情報等の情報を収集・加工し、情報の提供を行う業務は、この

調査の対象となります。）

④ その他

インターネットを利用する事業等をサポートするサービス業務（広

告のためにインターネット上に場所を提供している広告媒体等のポー

タル事業及び課金・決済・回収代行等のプラットフォーム事業等）

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「主たる業務」の年間売上高の契約先産業別割合」について

契約先産業別 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で記

割合 入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいと

ころで調整してください。

（２）契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

契約先産業 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、

電気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、

情報通信業 民間放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフト

（同業者（９頁 ウェア業又は情報処理・提供サービス業（９頁の(※)参照））、

の(※)参照）を インターネット附随サービス業（６頁の(注)参照）、映像・

除く） 音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、音声情報

制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制作に附帯

するサービス業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） 鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

飲 食 店 , 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

宿 泊 業 酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、著述・芸術家業、写真業、その他の専

門サービス業（興信所、社会保険労務士事務所、経営コンサ

ルタント業など））、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・

浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービ

サービス業 ス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠

婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械

等修理業、物品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業（速

記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証明業、建物

サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分類されない事

業サービス業）、政治・経済・文化団体､宗教､その他のサー

ビス業（集会場、と畜場、他に分類されないサービス業）、

外国公務（外国公館、その他の外国公務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「ソフトウェア業」又は「情報処理・提供サービス業」の

同業者（同一企業間の企業内取引を含む）（９頁の(※)参照）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ の 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （※）契約先産業区分における「同業者」について

契約先産業別 ①あなたの事業所が「ソフトウェア業」である場合

割合（つづき） ・契約先が「ソフトウェア業」を営む場合は、「同業者」としてください。

・契約先が「情報処理・提供サービス業」を営む場合は、「同業者」では

なく「情報通信業（同業者を除く）」としてください。

②あなたの事業所が「情報処理・提供サービス業」である場合

・契約先が「情報処理・提供サービス業」を営む場合は、「同業者」として

ください。

・契約先が「ソフトウェア業」を営む場合は、「同業者」ではなく「情報

通信業（同業者を除く）」としてください。

③契約先が「ソフトウェア業」か「情報処理・提供サービス業」かの判断が

困難な場合には、「同業者」としてください。

④「ソフトウェア業」及び「情報処理・提供サービス業」の業務の定義は、

本記入注意の「Ⅱ．（１）及び（２）」（１頁参照）に従ってください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用及び「主たる業務」の年間営業費用（消費税額を

及び年間営業 含む。）」について

用有形固定資 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）と「主たる

産取得額 業務」の両項目ごとにそれぞれ記入してください。なお、「主たる業務」につい

ての区分経理がされていないため項目ごとの記入が困難な場合には、事業

所の総売上高に占める「主たる業務」の売上高の比率を用いて事業所の営

業費用を按分して、「主たる業務」に係る営業費用を記入してください。

② 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が平成

１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの１年間にかかった費用について

記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

③ 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

④ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

⑤ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・

総 額 アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入して

ください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その給

与も含めてください。

○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

外 注 費 形式で発注した経費を記入してください。なお、本社・支

社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費とみなします。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用有形固定資 減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

産取得額 償却費を記入してください。

（つづき） ○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

機 械 ・ の賃借料を記入してください。

料 装 置 ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算機

やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事務用

機器」などが含まれます。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告・宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置

以外の賃借料など

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を含

む。）」

① 「事業所の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日から

平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古

品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機械・設備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器具、

・ 装 置 機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設備

資 産 の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

経営の事業主） 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

及 び 無 給 の さい。

家 族 従 業 者 ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含め

てください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つづき） 雇用形態区分 内 容 例 示

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間
（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人
外の雇用者）
総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記
（①から⑤の合計） 入した従業者の総計（合計欄）
総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記
合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出
別経営の事業 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など
所に派遣してい 別経営の企業で働いている人
る人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」に記入
経営の事業所か した人のほかに、他の会社など別経営事業所から出
ら派遣されている 向・派遣されている人又は下請として他の会社など
人 別経営の事業所からきて働いている人

（４）「Ⅱ 「主たる業務」の部門別従事者数」
① 「主たる業務」の部門別従事者数については、「主たる業務」に携わる従
事者数（※参照）を部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ね
ている場合でも、その人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部
門）で区分してください。
（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所

に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」
を含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されて
いても「主たる業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「主たる業務」に携わる従事者数を記入して頂きますので、
調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に
派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の
うち、「主たる業務」に携わる人数（従事者数）

③ 部門別従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示
○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業など
の業務に従事する人

管 理 ・ 営 業 ○各種の「主たる業務」の受注契約、委託者の意向の自
部 門 社内の各部門への伝達、受注ソフトウェア・情報処理

サービスなどの成果物の納品などの業務に従事する人
※有給役員のうち、「主たる業務」を担当する役員は、
ここに含めてください。

シ ス テ ム ○システムプランナー又はシステムアナリストともいわ
エ ン ジ ニ ア れ、主にシステム分析からシステム設計まで行い、シ

ステム設計書を取りまとめる業務に従事する人
プ ロ グ ラ マ ○システム設計書により、プログラムの設計及びプログ

ラム作成の業務に従事する人
研 究 員 ○エコノミスト、アナリスト、その他の調査研究プロジェ

クトなどの業務に従事する人
○オペレータ、キーパンチャー、資料の収集、市場調査、

そ の 他 世論調査、コンサルティングに従事する者など上記以
外の業務に従事する人
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平成１９年特定サービス産業実態調査

デザイン・機械設計業調査票記入注意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて「事業所」若しくは「デザイン・機械設計業務」（※）について「あなたの事業所」

に関する内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

（※）「デザイン・機械設計業務」の内容は、下記の「Ⅱ．調査対象となる事業所」の（１）

及び（２）において記載されている業務となりますので参照してください。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８０６－デザイン・機械設

計業に格付けされる事業所です。

具体的には、（１）「デザイン業」は、顧客の要請に応じて、工業的・商業的製品又はその他

の造形物、装飾の製造・製作に関し、販売を目的に用途、材質、製作法、形状、色彩、模様、

配置、照明などについて設計、表現する業務を行う事業所が調査の対象となります。

なお、デザイン業の業務種類は、以下のとおりです。

①インダストリアルデザイン ②パッケージデザイン ③グラフィックデザイン

④ディスプレイデザイン ⑤インテリアデザイン ⑥マルチメディアデザイン

⑦テキスタイル、ファッションデザイン

⑧その他のデザイン（クラフトデザイン、ジュエリーデザイン、サインデザインなど）
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ただし、デザイン業務は行っているが、そのデザインにより一貫して製造・販売までを行

う事業所（衣服製造業、漆器製造業など）や、個人が副業的にデザイン業務を行うものは、

調査の対象となりません。

（２）「機械設計業」は、顧客の要請により、機械、電気工学を基本として創意、考案し、機

械の物理的実体の具体的構造を決定して、その機械を製造するための計画組立図面及び設計

書等の作成並びに製作可能な詳細図面を作成する業務を行う事業所が調査の対象となります。

ただし、①エンジニアリング業、②機械設計から製造までを一貫して行う事業所、③自社

の機械製造を行うための機械設計業務のみを行っている事業所は、調査の対象となりません。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

デザイン・機械設計業（JSIC小分類番号：806）

① デザイン業（JSIC細分類番号：8061）

工業デザイン，クラフトデザイン，インテリアデザイン，商業デザインなど，工業

的，商業的デザインに関する専門的なサービスを行う事業所をいう。

衣服，スカーフなどの服飾デザイン，服地，着物地などのテキスタイルデザイン及

びパッケージデザインを行う事業所も本分類に含まれる。

【例示】工業デザイン事務所、クラフトデザイン業、インテリアデザイン事務所、商業デザ

イン事務所、服飾デザイン業、テキスタイルデザイン事務所、パッケージデザイン事

務所

② 機械設計業（JSIC細分類番号：8062）

各種機械の設計を行う事業所をいう。

【例示】機械設計業；機械設計製図業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が現に所在する所在地を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、本社が現に所在する所在地を記入してください。したがって、

あなたの事業所が本社である場合は、この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場

資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を○で囲ん

でください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社な

どをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有

２ 会社以外 しない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あらかじめプリントされている

内容が違う場合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する本社・支社別の

番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入

してください。他の事業所分は含みません。

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」について

① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１８年１１月１日か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「デ

ザイン・機械設計業務」及び「その他業務」に分けて業務別売上高を記入

してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ② 「デザイン・機械設計業務」の業務の内容については、本記入注意の「Ⅱ．

（つづき） 調査対象となる事業所」に記載されている業務（１～２頁参照）に基づき

ますので、当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。例えば、「製造業務」の

売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の表の「製造業務」欄に、「そ

の他業務」全体の売上高に対する「製造業務」の売上高の割合を記入して

ください。なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、

本記入注意の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業

別区分表（６～８頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「デザイン・機械設計業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「デザイン・機械設計業務」の年間売上

高について、その内訳である業務種類別の割合を、合計が１００％となる

ように整数で記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、

割合の最も大きいところで調整してください。

② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

業 務 種 類 内 容 例 示

インダストリアル ○機器（輸送・電気・音響・事務など）、スポーツ用

品などのデザイン

デ パ ッ ケ ー ジ ○箱、商品個装（詰め合わせ商品なども含む）のデザ

イン

グ ラ フ ィ ッ ク ○ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデ

ザ ザイン

デ ィ ス プ レ イ ○展示構成、店舗・店頭装飾、ウィンドーディスプレ

イなどのデザイン

イ イ ン テ リ ア ○室内の構成と装飾のデザイン

○カーテン、カーペットなどインテリアファブリック

テ キ ス タ イ ル 、 繊維製品、生地、タペストリー、ユニフォーム、

ン フ ァ ッ シ ョ ン 既製服、帽子、鞄、ハンドバック、装身具、スカーフ、

履物などのデザイン

○デジタルコンテンツ（アプリケーションソフトウェア、

業 マ ル チ メ デ ィ ア ＣＤ－ＲＯＭなど）、インタラクティブメディア、

オンラインプロダクツ（Ｗｅｂなど）などのデザイン

○クラフトデザイン（陶磁器・ガラス・木竹・漆・金

務 属・紙・布帛製品など）

そ の 他 ○ジュエリーデザイン（装飾品、身辺細貨品など）

○サインデザイン（標識、看板、シンボルマークなど）

○庭園、道路、建物、都市計画造成、本の編集、完成

予想図などのデザイン
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業 務 種 類 内 容 例 示

○機械や装置の基本仕様決定のための基本計算、基本

基 本 設 計 構想図、全体計画図、技術図書の作成などの基本設

機 計業務及び設計の総合管理業務

○基本設計に基づき、機械や装置の機能・構造・機構

械 などの具体化を図る計画設計業務

計 画 設 計 ○基本設計を基に、実績のある機械や装置参考例を応

設 用して機能・構造・機構などの具体化を図る類似計

画設計を作成する業務

計 詳 細 設 計 ○詳細計画図の作成、作成に伴う検討図・強度計算

書・組立図、部品図等を作成するための業務

業 コンサルティング ○機械・装置の設置、操作等の技術的・経済的、又は

立地条件等の情報を提供する業務

務 ○コンピュータによるプログラム及びマニュアル等の

そ の 他 作成業務

○テクニカルイラスト、トレース、出張業務、派遣業

務等の上記以外の業務

５ 年間売上高の （１）Ⅰ「デザイン・機械設計業務」の年間売上高の契約先産業別割合

契約先産業別 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大き

いところで調整してください。

（２）契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

契約先産業 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維製

品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工品、

製 造 業 印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラスチック

製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、窯業・土

石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、電気機械、

情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、精密機械、

武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） 通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間

放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、

情報通信業 情報処理・提供サービス業）、インターネット附随サービス

業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、

音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制

作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関（クレジットカード

保 険 業 業，割賦金融業など）、証券業、商品先物取引業、補助的金

融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介代理業、保険サー

ビス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

飲 食 店 , 食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

宿 泊 業 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

サービス業 土木建築サービス業、著述・芸術家業、写真業、その他の専

（同業者を除く） 門サービス業（興信所、社会保険労務士事務所、経営コンサ

ルタント業など））、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・

浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービ

ス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠

婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械

等修理業、物品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業（速

記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証明業、建物

サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分類されない事

業サービス業）、政治・経済・文化団体､ 宗教､その他のサー
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） サービス業 ビス業（集会場、と畜場、他に分類されないサービス業）、

（同業者を除く） 外国公務（外国公館、その他の外国公務）

（つづき）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「デザイン・機械設計業」の同業者（同一企業の本社・支社・

営業所間での企業内取引を含む。）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ の 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が平成１８

用有形固定資 年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの１年間にかかった費用について、下

産取得額 記区分に従って記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、最

も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

給 与 支 給 み金額で記入してください。

総 額 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・

アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入して

ください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、の給与

も含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用有形固定資 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

産取得額 外 注 費 形式で発注した経費を記入してください。なお、本社・支

（つづき） 社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費とみなします。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

機 械 の賃借料を記入してください。

料 ・ ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算機

装 置 やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事務用

機器」などが含まれます。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告・宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置

以外の賃借料など

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を含

む。）」

① 「事業所の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日から

平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古

品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機械・設備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器具、

・ 装 置 機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設備

資 産 の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

① 個人業主（個人 給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

家 族 従 業 者 さい。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

② 有 給 役 員 を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つづき） 雇用形態区分 内 容 例 示

④パート、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

アルバイト どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

など マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の総計（合計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

別経営の事業 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など

所に派遣してい 別経営の企業で働いている人

る人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」に記入

経営の事業所か した人のほかに、他の会社など別経営事業所から出

ら派遣されている 向・派遣されている人又は下請として他の会社など

人 別経営の事業所からきて働いている人

（４）「Ⅱ 「デザイン・機械設計業務」の部門別従事者数」

① 部門別従事者数については、「デザイン・機械設計業務」に携わる従事者

数（※参照）を部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ねてい

る場合でも、その人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部門）

で区分してください。

（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所に

派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」を

含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていても

「デザイン・機械設計業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「デザイン・機械設計業務」に携わる従事者数を記入して頂

きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「デザイン・機械設計業務」に携わる人数（従事者数）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ③ 部門別従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（つづき）

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に総務、企画、人事、経理、予算などの業務に

管 理 ・ 営 業 部 門 従事する者

○各種のデザイン・機械設計業務の受注契約、委託者

の意向を自社内の各部門へ伝達するなどの業務に従

事する者

※有給役員のうち、「デザイン・機械設計業務」を担

当する役員は、ここに含めてください。

インダストリアル ○機器（輸送・電気・音響・事務など）、スポーツ用

品のデザイン業務に従事する者

パ ッ ケ ー ジ ○箱、商品個装などのデザイン業務に従事する者

デ グ ラ フ ィ ッ ク ○ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデ

ザイン業務に従事する者

デ ィ ス プ レ イ ○展示構成、店舗・店頭装飾、ウィンドーディスプレ

ザ イなどのデザイン業務に従事する者

イ ン テ リ ア ○室内の構成と装飾のデザイン業務に従事する者

○カーテン、カーペットなどインテリアファブリック

イ テキスタイル 、 繊維製品、生地、タペストリー、ユニフォーム、

フ ァ ッ シ ョ ン 既製服、帽子、鞄、ハンドバック、装身具、スカーフ、

履物などのデザイン業務に従事する者

ン

○デジタルコンテンツ（アプリケーションソフトウェア、

マルチメデ ィア ＣＤ－ＲＯＭなど）、インタラクティブメディア、

部 オンラインプロダクツ（Ｗｅｂなど）、などのデザ

イン業務に従事する者

そ の 他 ○クラフト（陶磁器・ガラス・木竹・漆・金属・紙・

門 布帛製品など）

○ジュエリー（装飾品、身辺細貨品など）

○サイン（標識、看板、シンボルマークなど）

○庭園、道路、建物、都市計画造成、本の編集、完成

予想図など、その他のデザイン業務に従事する者

機 械 系 ○機械部門に従事する者

機 電 気 系 ○電気部門に従事する者

械 ○上記（機械系、電気系）以外の土木・建築系（土木・

設 建築部門に従事する者）、情報システム系（情報シ

計 そ の 他 ステム部門に従事する者）など、その他の機械設計

部 部門に従事する者

門
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平成１９年特定サービス産業実態調査

広告代理業，その他の広告業調査票記入注意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しとなってい

ますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「主たる業務」（※）について「あなたの事業所」に関する

内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

（※）この調査における「主たる業務」とは、「広告代理業務」と「その他の広告業務」のうち、売

上高が多い業務をいいます（以下同じ）。当該各業務の内容は、下記の「Ⅱ．調査対象

となる事業所」の（１）及び（２）において記載されている業務となりますので参照

してください。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８９１－広告代理業又は同

小分類８９９－その他の広告業に格付けされる事業所です。具体的には、

（１）「広告代理業」は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット（ポータルサイト等）、

その他の広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告を業務として行っている事業所

（２）「その他の広告業」は、

ア．屋外において広告物の表示を業務として行っている事業所

イ．折込み広告、ダイレクトメール、その他の広告サービスを業務として行っている事業所

が調査の対象となります。

なお、（１）及び（２）の業務の具体的内容については、５～６頁の業務種類区分を参考に

してください。
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ただし、以下の業務を行う事業所は、「広告代理業，その他の広告業」の調査対象とはなり

ません。

①広告制作業（JSIC 小分類番号 809、細分類番号 8096） → 「サービス業務」に該当

主として印刷物にかかる広告の企画、制作を行う事業所をいいます。

【例示】広告制作業、広告制作プロダクション

②看板・標識機製造業（JSIC小分類番号329、細分類番号3292） →「その他の業務」に該当

主として看板及び標識機（電気的、機械的なものを含む）を製造する事業所をいいます。

ネオンサインを製造する事業所も含まれます。

【例示】広告装置製造業、展示装置製造業、標識機製造業、ネオンサイン製造業、看板製

造業（看板書き業を除く）、アドバルン製造業

③看板書き業（単純な加工を施すものを含む）（JSIC小分類番号 909、細分類番号 9094）
→ 「サービス業務」に該当

主として屋号などの看板書きを行う事業所をいいます。

④商業写真業（JSIC小分類番号 808、細分類番号 8082） → 「サービス業務」に該当

主として広告、出版及びその他の業務的使用者のための写真業を行う事業所をいいます。

【例示】商業写真業、宣伝写真業、出版写真業、広告写真業、芸術写真業

⑤他に分類されないその他の事業サービス業（JSIC小分類番号 909、細分類番号 9099）
→ 「サービス業務」に該当

【例示】メーリングサービス業（メーリングサービス業：郵便物等の差出人から依頼を受

けて郵便物等の区分け、発送を行う（発送代行）業務をいいます（日本郵政公社

の定義）。）

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

(1) 広告代理業（JSIC小分類番号：891）

主として新聞、雑誌、ラジオ、テレビその他の広告媒体のスペース又は時間を当該

広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告することを業とする事業所をいいます。

【例示】広告代理業、広告業（広告の代理業を主とするもの）、新聞広告代理業、車両内

広告代理業、電柱広告代理業

(2) その他の広告業（JSIC小分類番号：899）

① 屋外広告業（JSIC細分類番号：8991）

主として屋外において広告物（看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板

等）の表示を行う事業所をいいます。かかる事業所は、掲示板等を作り修繕し維持

を行うこともあります。

【例示】屋外広告業、掲示案内業、アドバルーン業

② 他に分類されない広告業（JSIC細分類番号：8999）

広告に配る引札の配布、郵便広告サービス、サンプルの配布などのような他に分

類されない広告サービスを行う事業所をいいます。

【例示】ちんどん屋、引札配布業、郵便広告業、サンプル配布業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称
及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）
書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ
ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分
及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２） 「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容
（郵便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消
し、余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地では
なく、あなたの事業所が現に所在する所在地を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所
である場合に、本社が現に所在する所在地を記入してください。したがって、
あなたの事業所が本社である場合は、この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場
資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を○で囲ん

でください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資
本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（又
は出資金額）が１万円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上
１万円未満の場合は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社な
どをいいます。
公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営
利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有

２ 会社以外 しない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。
の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支
団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資
本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」
は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。
３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あらかじめプリントされている内
容が違う場合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する本社・支社別の番
号を○で囲んでください。また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してく
ださい。なお、親会社と子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の
関係はありません。

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営
業所などを持たない単独の事業所をいいます。
他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、
それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて
いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２
本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を
いいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入

してください。他の事業所分は含みません。

４ 年間 売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１８年１１月１日 か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「広

告代理業務」、「その他の広告業務」及び「その他業務」に分けて業務別売

上高を記入してください。

②「広告代理業務」及び「その他の広告業務」の業務の内容については、本記

入注意の「Ⅱ．調査対象となる事業所」に記載されている業務（１～２頁

参照）に基づきますので、当該部分を参照してください。

③「その他業務」には広告業務以外の事業（業務）の売上高を記入してくださ

い。売上高の記入がある場合には、調査票上の矢印に従って「その他業務

の内訳」の項目欄に、該当する業務の売上高割合を記入してください。

なお、「その他業務の内訳」の項目欄における業務の内容については、本

記入注意の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業別

区分（６～７頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「主たる業務」の年間売上高の業務種類別割合」

①「広告代理業務」と「その他の広告業務」のうち、売上高が多い業務（「主

たる業務」といいます（以下同じ）。）のみについて、矢印に従って該当する

業務の表に、年間売上高の業務種類別の割合を、合計が１００％となるよう

に整数で記入してください（対象となる業務については、国内・国外取引を

問いません。）。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいと

ころで調整してください。

② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

＜広告代理業務＞

○広告媒体のスペース又は時間を広告媒体企業と契約し、依頼人のために広

告する業務をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 業務種類区分 内 容 例 示

（つづき） 新 聞 広 告 ○新聞（日刊紙、業界紙など）、雑誌（月刊誌、週刊誌、

雑 誌 広 告 専門誌など）、テレビ（地上波、ＣＳ、ＢＳ、ＣＡＴＶ

テ レ ビ 広 告 など）、ラジオ（ＡＭ、ＦＭなど）のマスメディアを広

ラ ジ オ 広 告 告媒体として行う広告

交 通 広 告 ○鉄道、バス、タクシー、航空機、船舶などの旅客乗物及

び駅など交通機関の建造物を利用して掲示する広告

○ＳＰ（セールスプロモーション）とは、ポスター、カタ

ログ、カレンダー等の印刷物、ＰＯＰ（ポイント・オブ・

パーチェス＝店頭販促物など購買時点広告）、ノベルティ

（広告主社名入りの鉛筆、灰皿、ライター等の制作）な

どの広告を取扱うものをいいます。なお、ＳＰのうち、屋

外広告、ダイレクトメール、折込みチラシなどは「その他」に

区分して記入してください。

Ｓ Ｐ ・ Ｐ Ｒ ・ ○ＰＲ（パブリックリレーションズ）とは、広告主とその

催 事 企 画 受け手との間の良好なコミュニケーションを目的として

企業の文化イベント企画を手がけたり、パブリシティ活

動としての記者会見設営やニュースリリースの配布や各

広告主の依頼に基づいてＰＲ誌の制作代行、企業の周年

企画の立案、ＣＩ（コーポレート・アイデンティティ：

企業のシンボル・マーク、コーポレート・カラーなど）

に関するものをいいます。

○催事（イベント）企画とは、企業などが企業イメージ向

上や販売促進のために実施する催事（イベント）等の企

画をいいます。

○インターネット広告（バナー広告、テキスト広告、検索

インターネット 結果連動型広告など）、電子メール広告、モバイル広告

広 告 （携帯電話によりアクセスするウェブサイトなどを利用

する広告）など

○上記以外の広告媒体のスペース又は時間を広告媒体企業

と契約し、依頼人のために行う広告業務をいいます。

例えば、電話帳広告、映画館・劇場広告、浴場広告、

そ の 他 電柱広告、屋外広告・ダイレクトメール・折込みチラシ

（ＳＰの一部）、海外広告（海外の広告媒体を利用して

実施する広告）など

○広告のための調査、広告の企画、広告の開発、広告技術

の開発などの売り上げ

＜その他の広告業務＞

○広告代理業務以外の広告業務をいいます。（屋外における広告物の表示、

折込み広告、ダイレクトメール、サンプルの配布などの業務）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年 間 売 上 高 業務種類区分 内 容 例 示

（つづき） 屋 外 広 告 ○広告塔、広告板、屋外のネオンサインなどの屋外の広告

折込み・ダイ ○新聞を間接媒体として、新聞販売店を通じて家庭などへ

レ ク ト メ ール 配布するチラシなど印刷物の広告、郵送による印刷物の

広告

○インターネット広告（バナー広告、テキスト広告、検索

インターネット 結果連動型広告など）、電子メール広告、モバイル広告

広 告 （携帯電話によりアクセスするウェブサイトなどを利用

する広告）など

＊広告媒体企業自らが直接行うもの（自社媒体）に限る。

そ の 他 ○自ら発行するフリーペーパー（タブロイド紙、広告誌な

ど無料のもの）による広告、ポスティング業務、サンプ

ル配布など上記以外の広告サービス

５ 年間 売上高 （１）「主たる業務」の年間売上高の契約先産業別割合について、各産業の割合

の契 約先産 の合計が１００％となるように整数で記入してください。

業 別 割 合 なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいところで調整し

てください。

（２）契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

契約先産業 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維製

品、木材・ 木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工品、

製 造 業 印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラスチック

製品、ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮製品、窯業・土石

製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、電気機械、

情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、精密機械、

武器等の製造業

電気 ・ ガ ス ・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間

情報通信業 放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又

は情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス

業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、

音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制

作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間 売上高 （つづき）

の契 約先産 契約先産業 業 種 例 示

業 別 割合高 卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

（つづき） 小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

金 融 ・ 銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

保 険 業 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

飲 食 店 , 食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

宿 泊 業 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・芸術家

業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社会保険労

サービス業 務士事務所、経営コンサルタント業、広告制作業など））、学

（同業者８頁 術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生

の(※)参照）を 活関連サービス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理

除く） 業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽

業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸

業、広告業（広告代理業又はその他の広告業（８頁の(※)参

照）、その他の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複写

業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹

介業、警備業、他に分類されない事業サービス業）、政治・

経済・文化団体､宗教､その他のサービス業（集会場、と畜場、

他に分類されな いサービス業）、外国公務（外国公館、その

他の外国公務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「広告代理業」又は「その他の広告業」の同業者（同一企業

間の企業内取引を含む）（８頁の(※)参照）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ の 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年 間 売 上 高 （※） 契約先産業区分における「同業者」について

の契約先産 ① あなたの事業所が「広告代理業」である場合

業 別 割 合 高 ・ 契約先が「広告代理業」を営む場合は、「同業者」としてください。

（つづき） ・ 契約先が「その他の広告業」を営む場合は、「同業者」ではなく「サー

ビス業（同業者を除く）」としてください。

② あなたの事業所が「その他の広告業」である場合

・ 契約先が「その他の広告業」を営む場合は､「同業者」としてください。

・ 契約先が「広告代理業業」を営む場合は、「同業者」ではなく「サー

ビス業（同業者を除く）」としてください。

③ 契約先が「広告代理業」か「その他の広告業」かの判断が困難な場合に

は、「同業者」としてください。

④ 「広告代理業」及び「その他の広告業」の業務の定義は、本記入注意の

「Ⅱ．（１）及び（２）」（１頁参照）に従ってください。

６ 年間 営業費 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用及び「主たる業務」の年間営業費用（消費税額を

用及び年間営 含む。）」について

業用有形固定 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）と「主た

資 産 取得額 る業務」の両項目ごとにそれぞれ記入してください。なお、「主たる業務」につ

いての区分経理がされていないため項目ごとの記入が困難な場合には、事

業所の総売上高に占める「主たる業務」の売上高の比率を用いて事業所の

営業費用を按分して、「主たる業務」に係る営業費用を記入してください。

② 年間営業費用については、平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日ま

での１年間について記入してください。なお、当該１年間での記入ができない

等やむを得ない場合については、最も近い決算日前の１年間の営業費用を

記入してください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日まで

の１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当など

給 与 支 給 で定期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額

総 額 を税込み金額で記入してください。

○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記

入してください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社

など別経営の事業所で働いている人）」がいる場合はその

給与も含めてください。

○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他

外 注 費 の形式で発注した経費を記入してください。

なお、本社・支社・営業所間の同一企業内取引関係も外

注費とみなします。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間 営業費 （つづき）

用及び年間営 費用区分 費 用 例 示

業用有形固定 ○新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ＳＰ（セールスプロモー

資産 取得額 媒 体 費 ション）、インターネット等の広告実施に必要な経費（時

（つづき） 間料、掲載費、新聞折込みチラシの折込料など）として

支払った費用を記入してください。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

の償却費を記入してください。

土 地 ○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

・ 間の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

も含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

機 械 間の賃借料を記入してください。

料 ・ ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算

装 置 機やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事

務用機器」などが含まれます。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

のものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告・宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置

以外の賃借料など

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を含

む。）」

① 「事業所の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日から

平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古

品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資 産 区 分 資 産 例 示

機 械 ・ 設 備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

・ 装 置 具、機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 産 設備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

① 個人業主（個人 給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

家 族 従 業 者 さい。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

② 有 給 役 員 を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと どと呼ばれている人

呼ばれている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つづき） 雇用形態区分 内 容 例 示

④パート、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

アルバイト どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

など マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

（①から⑤の合計） した従業者の総計（合計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

合計）のうち、 した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出向・

別経営の事業 派遣している人又は下請けとして他の会社など別経営

所に派遣してい の企業で働いている人

る人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」に記入

経営の事業所か した人のほかに、他の会社など別経営事業所から出

ら派遣されている 向・派遣されている人又は下請として他の会社など

人 別経営の事業所からきて働いている人

（４）「Ⅱ 「主たる業務」の部門別従事者数」

① 「主たる業務」の部門別従事者数については、「主たる業務」に携わる従

事者数（※参照）を部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ね

ている場合でも、その人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部

門）で区分してください。

（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所

に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されてい

ても「主たる業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「主たる業務」に携わる従事者数を記入して頂きますので、

調査項目との関連では、下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「主たる業務」に携わる人数（従事者数）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ③ 部門別従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（つづき）

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業な

どの業務に従事する人

○広告主（企業、公共団体など）を担当する窓口、広

告主の意向を自社内の各部門への伝達、または広告

管理 ・営業部門 会社の立案した企画を広告主に持ち込む業務に従事

する人

※有給役員のうち、「主たる業務」を担当する役員は、

ここに含めてください。

○広告媒体企業（新聞社、放送局など）との連絡業務

媒 体 部 門 に従事する人

○新聞、雑誌の広告やポスターの原稿作成に従事する

人

○テレビ、ラジオのコマーシャルや番組制作等に従事

制 作 部 門 する人

○ダイレクトメール、カタログなどすべての広告、宣

伝物の制作業務に従事する人

調 査 ・ 企 画 ・ ○広告主の製品分析、市場分析、広告企画などの業務

マーケティング部門 に従事する人

Ｓ Ｐ ・ Ｐ Ｒ ・ ○セールスプロモーション（ＳＰ）部門、パブリック

そ の 他 リレーションズ（ＰＲ）部門、その他など上記以外

の業務に従事する人
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平成１９年特定サービス産業実態調査

映像情報制作・配給業調査票記入注意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（企業）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒もしくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、企業単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容に

応じて、「企業全体」又は「映像情報制作・配給業務」について「あなたの企業」に関する

内容を記入してください。子会社など連結する他の企業分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる企業

この調査の対象となる企業は、日本標準産業分類小分類４１１－映像情報制作・配給業に格付

けされる企業です。

具体的には、映画制作・配給を業務として行う企業、テレビ番組制作、テレビコマーシャル

制作、テレビ番組配給を業務として行う企業及びビデオの企画、制作や発売（発売元として販

売業者、ビデオレンタル店等への配給まで）を業務として行う企業が調査の対象となります。

ただし、次のような業務を行う企業は調査の対象とはなりません。

① 映像作品の著作権を持たず、情報を記録したものを製造する企業（ビデオテープ製造業、

ビデオディスク製造業などの情報記録物製造業：日本標準産業分類細分類３２９６）。

② 専ら映画フィルムの賃貸、ビデオのレンタル又は販売のみを行う企業（映画フィルム賃

貸業などの映画・演劇用品賃貸業：日本標準産業分類細分類８８９１、レンタルビデオ業

などの音楽・映像記録物賃貸業：日本標準産業分類細分類８８９２、録画テープ小売業な

どの他に分類されないその他の小売業：日本標準産業分類細分類６０９９）。
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（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

映像情報制作・配給業（JSIC小分類番号：411）

① 映画・ビデオ制作業（テレビ番組制作業を除く）（JSIC細分類番号：4111）

主として映画の制作を行う事業所又は制作及び配給の両者を行う事業所並びに記録

物，創作物などのビデオ制作を行う事業所をいう。

【例示】 映画撮影所；小型映画制作業；映画制作業；ビデオ制作業

② テレビ番組制作業（JSIC細分類番号：4112）

主としてテレビ番組の制作を行う事業所をいう。

【例示】 テレビ番組制作業；テレビコマーシャル制作業

③ 映画・ビデオ・テレビ番組配給業（JSIC細分類番号：4113）

主として映画，ビデオ又はテレビ番組の配給を行う事業所をいう。

フィルムの配達交換，購入などを行う事業所も本分類に含まれる。

【例示】 映画フィルム配給部（映画制作業から独立しているもの）；映画配給業；

ケーブルテレビ番組配給業；有線テレビジョン放送番組配給業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 企 業 名 （１）「Ⅰ 企業名」については、あらかじめプリントされている企業の名称が違

及び所在地 う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの企業の正式な名称を記入し

てください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）書きで

記入してください。また、企業名の「フリガナ」についてはカタカナで記入

してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分及び通称

名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 企業の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの企業が現に所在する所在地を記入してください。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場

資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの企業が該当する経営組織の番号を○で囲んで

ください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの企業が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資本

金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（又

は出資金額）が１万円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上

１万円未満の場合は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社など

をいいます。

２ 会社以外 公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営利

の法人･ 活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有しない

団 体 法人・団体をいいます。

個人業主により経営されている企業をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による共

同経営の場合も含みます。

３ 企業の事業 「企業の事業形態」については、次の区分により、あなたの企業があてはま

形態 る番号を一つ○で囲んでください。

番号 事 業 形 態

１ 映画・ビデオの作品を制作する業務（制作及び配給の両者を行う企

業を含む。）を行う企業をいいます。

２ テレビ番組の制作、テレビ用コマーシャルの制作を行う企業をいい

ます。

３ 映画・ビデオ・テレビ番組の配給（又は発売）のみを行う企業をい

います。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 企業全体の年間売上高については、あなたの企業が平成１８年１１月１日 か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、最

も近い決算日前の１年間の企業の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別年間

売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「企業全体の年間売上高」について、「映

像情報制作・配給業務（年間売上高計、国内・国外別）」及び「その他業務」

に分けて業務（事業）別売上高を記入してください。

② 「映像情報制作・配給業務」の業務の内容については、本記入注意の「Ⅱ．

調査対象となる企業」に記載されている業務（１～２頁参照）に基づきま

すので、当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合をそれぞれ記入してください。

例えば、「卸売・小売業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」

の表の「卸売・小売業務」欄に、「その他業務」全体の売上高に対する「卸

売・小売業務」の売上高の割合を記入してください。

④ 「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、次の業種区分

に従って記入してください。

業 務 区 分 業 務 例 示

○映画制作・配給、テレビ番組制作、テレビコマーシャ

映像情報制作・ ル制作、テレビ番組配給、ビデオの企画・制作や発売

配 給 業 務 などの業務（事業）

○食料品、飲料・飼料、繊維・衣料品、家具、パルプ・

そ 紙・紙加工品、印刷業、化学品、石油・石炭製品、プ

の 製 造 業 務 ラスチック製品、ゴム製品、窯業・土石製品、鉄鋼業、

他 非鉄金属、金属製品、機械器具、玩具・ゲーム機、情

業 報記録物（カセットテープ、ＤＶＤ、ＣＤなどへの映

務 像・音声のダビング）などの製造業務（事業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業 務 区 分 業 務 例 示

※「映像情報制作・配給業務」以外の情報通信業をいい

情報通信業務 ます。

（ 映 像情 報制 ○通信業（固定電気通信業、移動電気通信業、信書送達

作・配給業務を 業など）、放送業（公共放送業、民間放送業、有線放送

そ 除く） 業）、情報サービス業（ソフトウェア業、情報処理・提

供サービス業）、インターネット附随サービス業、音声

情報制作業（レコード制作業、ラジオ番組制作業）、新

の 聞業、出版業などの業務（事業）

卸 売 ・ ○商品の卸売業（ビデオソフトの販売事業者、問屋など）

小 売 業 務 及び小売業（百貨店、スーパーマーケット、専門店な

他 どの小売店）、代理商・仲立業などの業務（事業）

○専門サービス業（法律・特許・司法書士・公認会計士・

税理士等の事務所、土木建築サービス業、デザイン・

業 機械設計業、経営コンサルタント業など）、洗濯・理容・

美容・浴場業、旅行業、物品預り業、冠婚葬祭業、娯

サービス業務 楽業（映画館、劇場等の興行場、ゴルフ場・ボウリン

務 グ場等のスポーツ施設、遊園地、パチンコホール・ゲー

ムセンター等の遊戯場、カラオケボックス業など）、廃

（ 棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸

業、広告業、商品検査業、計量証明業、建物サービス

つ 業、民営職業紹介業、警備業などの業務（事業）

※上記以外のすべての業務（事業）をいいます。

づ ○農・林・漁業、鉱業、建設業（土木建築工事業、電気

工事業など）、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業（鉄

き 道業、自動車・港湾運送業、海運業、倉庫業、こん包

その他の業務 業、運輸施設提供業など）、金融・保険業、不動産業（駐

） 車場業を含む。）、飲食店（食堂、レストラン等）、宿泊

業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教

育、教育・学習支援業（社会教育、職業・教育支援施

設、学習塾、外国語会話教室、スイミングスクール、

ゴルフ教室、フィットネスクラブなど）などの業務（事業）

（３）「Ⅲ 「映像情報制作・配給業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「映像情報制作・配給業務」の年間売上

高（国内、国外別）について、その内訳である(ⅰ)映画制作・配給業務、(ⅱ)

テレビ番組制作・配給業務及び(ⅲ)ビデオ（ＤＶＤ）制作・発売業務の区

分ごとの業務種類別の売上割合を、国内、国外別にそれぞれ合計が１００％

となるように整数で記入してください。

なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいところで調整し

てください。

② 「映像情報制作・配給業務」における業務種類別区分の内容については、

次の表に従ってください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年 間 売 上 高 業 務 種 類 区 分 内 容 例 示

（つづき） 映画の制作・配給 ○映画の制作又は配給による年間売上高（国内、国

収入 外別）をいい、映像情報制作・配給業務（国内、

(ⅰ) 国外別）の年間売上高に占める割合

○映画作品（自社に著作権のあるもの）をビデオ化

映 ビデオ（ＤＶＤを含 （複製し頒布）する権利を他社に販売（許諾）し

む。）版権収入 て得た収入額（国内、国外別）をいい、映像情報

制作・配給業務（国内、国外別）の年間売上高に

画 占める割合

○映画作品（著作権のあるもの）のテレビ放映の使

テレビ放映権収入 用許諾料収入額（国内、国外別）をいい、映像情

制 報制作・配給業務（国内、国外別）の年間売上高

に占める割合

○映画作品（著作権のあるもの）に係るキャラクター

作 商 品 化 権 収 入 の使用、映画音楽（サントラ盤）、書籍の出版等

の使用許諾料収入額（国内、国外別）をいい、映

・ 像情報制作・配給業務（国内、国外別）の年間売

上高に占める割合

配 ○映画作品（著作権のあるもの）のリメイク権の使

リ メ イ ク 権 収 入 用許諾による収入額（国内、国外別）をいい、映

像情報制作・配給業務（国内、国外別）の年間売

給 上高に占める割合

○他企業からの委託を受けた映画制作業務による収

受 託 制 作 収 入 入額（国内、国外別）をいい、映像情報制作・配

業 給業務（国内、国外別）の年間売上高に占める割合

テレビ映画制作収 ○テレビ用映画の制作による収入額（国内、国外別）

入 をいい、映像情報制作・配給業務（国内、国外別）

務 の年間売上高に占める割合

○上記以外の映画制作・配給業務による収入額で、

例えば、広報映像、産業映像制作による収入、映

そ の 他 像ソフトの使用許諾収入（国内、国外別）などを

いい、映像情報制作・配給業務（国内、国外別）

の年間売上高に占める割合

テレビ番組(テレビ ○テレビ番組(テレビコマーシャルを含む。)の制作

(ⅱ) コマーシャルを含 又は配給による年間売上高（国内、国外別）をい

テ む。)制作・配給収 い、映像情報制作・配給業務（国内、国外別）の

レ 入 年間売上高に占める割合

ビ ○テレビ番組（自社に著作権のあるもの）をビデオ

番 ビデオ（ＤＶＤを含 化（複製し頒布）する権利を他社に販売（許諾）

組 む。）版権収入 して得た収入額（国内、国外別）をいい、映像情

制 報制作・配給業務（国内、国外別）の年間売上高

作 に占める割合

・ ○他企業からの委託を受けたテレビ番組(テレビコ

配 受 託 制 作 収 入 マーシャルを含む。)制作業務による収入額（国

給 内、国外別）をいい、映像情報制作・配給業務（国

業 内、国外別）の年間売上高に占める割合

務 ○上記以外のテレビ番組制作・配給業務による収入

そ の 他 額（国内、国外別）をいい、映像情報制作・配給

業務（国内、国外別）の年間売上高に占める割合
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年 間 売 上 高 （つづき）

（つづき） 業 務 種 類 区 分 内 容 例 示

（ⅲ） ○ビデオ（ＤＶＤを含む）用オリジナル作品の制作

ビ ビデオ（ＤＶＤを含 又は発売業務、映画作品やテレビ番組が元となっ

デ む。 ）制作・発売 ているビデオ（ＤＶＤを含む）の発売業務による

オ 収入 年間売上高（国内、国外別）をいい、映像情報制

（ 作・配給業務（国内、国外別）の年間売上高に占

Ｄ める割合

Ｖ

Ｄ ○ビデオ用オリジナル作品（自社に著作権のあるも

） ビデオ（ＤＶＤを含 の）をビデオ化（複製し頒布）する権利を他社に

制 む。）版権収入 販売（許諾）して得た収入額（国内、国外別）を

作 いい、映像情報制作・配給業務（国内、国外別）

・ の年間売上高に占める割合

発

売 ○上記以外のビデオ（ＤＶＤ）制作・発売業務（自

業 そ の 他 社に著作権のあるオリジナル作品の商品化する権

務 利等の販売（許諾）など）による収入額（国内、

国外別）をいい、映像情報制作・配給業務（国内、

国外別）の年間売上高に占める割合

（４）「Ⅳ Ⅱの「映像情報制作・配給業務」の国内、国外別年間売上高に占めるア

ニメーション作品による収入割合」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「映像情報制作・配給業務」の年間売上

高（国内、国外別）のうち、「アニメーション作品（映画作品、テレビ番組、ビデ

オ作品）」による収入額の割合を国内、国外別に記入してください。

収入額（売上高）には、アニメの映画制作・配給収入（直営映画館の配給

収入分はサービス業ですので除く。）、テレビ放送用アニメ番組の制作・配

給収入、アニメビデオの制作・発売収入のほか、キャラクター使用権やビ

デオ化権等のライセンス（権利）の使用許諾収入などが該当します。

② 該当する収入額については消費税額を含めてください。

（５）「Ⅴ Ⅱの「映像情報制作・配給業務」の年間売上高に占めるインターネット配

信に係るロイヤリティー収入の割合」

上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「映像情報制作・配給業務」の年間売上

高のうち、「インターネット配信に係るロイヤリティー収入の割合」として映像作品に

ついてインターネットプロバイダー等のコンテンツ配信事業者への上映権、頒布権等

の使用許諾による収入額がある場合、その収入割合を整数で記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 映画 ・テレビ （１）「Ⅰ 映画制作本数、配給本数（作品数）」

番組及びビデ ① 「映画制作本数（作品数）」は、過去１年間（平成１８年１１月１日から平

オ制作本数等 成１９年１０月３１日まで）において制作完了した本数を作品別区分に従っ

て記入してください。自己資金による制作は、出資制作に記入してくださ

い。

② 「映画配給本数（作品数）」（著作権等の権利のあるもの）は、邦画、洋画

別に過去１年間（平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日まで）

において劇場（映画館）等に配給した作品本数を記入してください。

（２）「Ⅱ テレビ番組制作本数、配給本数（タイトル数）」

① 「テレビ番組の制作本数（受託制作を含む。）及び配給本数」は、連続ドラマ、

シリーズドラマなど同タイトルの番組は１本（１作品）として数えてくだ

さい。

② 「テレビ番組の制作本数（受託制作を含む。）」は、過去１年間（平成１８年

１１月１日から平成１９年１０月３１日まで）において制作完了した本数

を作品別区分に従ってタイトル数で記入してください。

③ 「テレビ番組（著作権等の権利のあるもの）の配給本数」は、テレビ放送局（地

上波、ＢＳ、ＣＳ、ＣＡＴＶなどの放送事業者。）へ配給した作品のタイト

ル数で記入してください。

（３）「Ⅲ ビデオ（ＤＶＤを含む。）制作本数、発売（プリント）本数」

① 「ビデオ（ＤＶＤを含む。）の制作本数」（受託制作を含む。）は、連続ドラマ、

シリーズドラマなど同タイトルの番組は１本（１作品）として数えてくだ

さい。

② また、「ビデオ（ＤＶＤを含む。）の発売（プリント）本数」は、レンタル又はセル

ビデオの発売用にプリント（「複製」をいう。以下同じ）したカセット及び

ＤＶＤの総本数（ただし、返品を差し引いた本数）をいいます。したがっ

て、ボックス（１ボックスにカセット１０本入りなど）による発売の場合

は、カセット数により本数を数えてください。

③ 「ビデオ（ＤＶＤを含む。）制作本数及び発売（プリント）本数」は、過去１年間（平

成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日まで）のビデオ制作本数

（受託制作を含む。）及びビデオ発売（プリント）本数（返品を差し引いた

本数）を作品別区分に従って記入してください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 企業全体の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、企業全体で平成１８年１１月１日から平成１９

用有形固定資 年１０月３１日までの１年間にかかった費用について記入してください。

産取得額 なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 費 用 区 分 費 用 例 示

及び年間営業 ○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの

用有形固定資 １年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

産取得額 期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

（つづき） 給 与 支 給 み金額で記入してください。

総 額 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入

してください。

○企業で主として「給与を支払っている出向・派遣者（他の

会社など別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、

その給与も含めてください。

○制作費のうち、出演者（俳優など）に支払った出演料、監

制 人 件 費 督等制作スタッフ、要員などにかかった人件費を記入して

作 ください。ただし、自社の従業者の人件費は含みません。

費 その他の ○人件費以外の制作費用（原作・脚本料、機材・資材費、現

制 作 費 像費、編集費、プリント費、セル画制作費、出演者等の旅

費・交通費など）を記入してください。

外 注 費 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

形式で発注した経費を記入してください。

配 ○国内の映画制作業者（著作権者）から映画を買い付けた時

給 国 内 に支払うロイヤリティー（上映権、頒布権に関する著作権

権 使用料）を記入してください。

獲 ○海外の映画制作業者（著作権者）から映画を買い付けた時

得 国 外 に支払うロイヤリティー（上映権、頒布権に関する著作権

費 使用料）を記入してください。

配 収 支 払 費 ○入場料収入（興行収入）から得た収入のうち、映画制作業

者に支払った費用を記入してください。

版 ○国内の映画、テレビ映画又はテレビ番組などの作品のビデ

権 国 内 オ化のための版権を得るため支払った費用を記入してくだ

獲 さい。

得 ○海外の映画、テレビ映画又はテレビ番組などの作品のビデ

費 国 外 オ化のための版権を得るため支払った費用を記入してくだ

さい。

○ポスター、チラシ、テレビ用オンエアビデオテープ、プレ

広 告 費 ゼント用グッズなどの広告・宣伝費用（外注分、媒体支払

い費を含む。）を記入してください。

減 価 償 却 費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

機 械 の賃借料を記入してください。

料 ・ ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算

装 置 機やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事

務用機器」などが含まれます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費 用 区 分 費 用 例 示

用有形固定資 ○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

産取得額 ものなどをいいます。

（つづき） そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

派遣労務費、土地・建物及び機械・装置以外の賃借料など

（２）「Ⅱ 企業全体の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を

含む。）」

① 「企業全体の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中

古品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してくださ

い。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資 産 区 分 資 産 例 示

機 械 ・ 設 備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

・ 装 置 具、機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の 有 形 固 定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 産 設備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 企業全体の従業者数」

企業全体の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の企業に派

遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」

の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の企業で

働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

（つづき）
雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

① 個人業主（個人 給与を受けずに企業の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても 、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

家 族 従 業 者 さい。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法

人・団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄か

ら「⑤ 臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

② 有 給 役 員 を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと どと呼ばれている人

呼ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

いる人

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている

外 の雇 用者 ） 人

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の総計（合計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、別 入した人のうち、他の会社など別経営の企業へ出向・

経営の企業に派 派遣している人又は下請けとして他の会社など別経

遣している人 営の企業で働いている人

総計のほかに別経 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

営の企業から派遣さ 入した人のほかに、他の会社など別経営の企業から

れている人 出向・派遣されている人又は下請けとして他の会社

ど別経営の企業からきて働いている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「映像情報制作・配給業務」の部門別従事者数」

（つづき） ① 「映像情報制作・配給業務」に携わる従事者数（※参照）を部門別に記入し

てください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主たる業

務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の企業に派

遣している人」を除き、「別経営の企業から派遣されている人」を含め

た人数をいいます。ただし、別経営の企業から派遣されていても「映像

情報制作・配給業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「映像情報制作・配給業務」に携わる従事者数を記入して頂き

ますので、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の企業に

派遣している人」＋「別経営の企業から派遣されている人」の

うち、「映像情報制作・配給業務」に携わる人数（従事者数）

③ 部門別従事者数は、次の部門別区分に従って記入してください。

部 門 別 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業など

管 理 ・ 営 業 の業務に従事する人

部 門 ※有給役員のうち、「映像情報制作・配給業務」を担当す

る役員は、ここに含めてください。

企 画 部 門 ○映像情報（映画、テレビ番組（コマーシャルを含む。）、

ビデオなど）の企画業務に従事する人

制 作 部 門 ○映像情報（映画、テレビ番組（コマーシャルを含む。）、

ビデオなど）の制作技術業務に従事する人

配 給 部 門 ○映像情報（映画、テレビ番組（コマーシャルを含む。）、

ビデオなど）の配給業務に従事する人

宣 伝 部 門 ○映像情報（映画、テレビ番組（コマーシャルを含む。）、

ビデオなど）の広報・宣伝業務に従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人



- 1 -

平成１９年特定サービス産業実態調査

クレジットカード業，割賦金融業調査票記入注意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（企業）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、企業単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容に

応じて、「企業全体」又は「クレジットカード業務，割賦金融業務」について「あなたの企

業」に関する内容を記入してください。子会社など連結する他の企業分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる企業

この調査の対象となる企業は、以下の日本標準産業分類小分類６４３－クレジットカード業，割賦

金融業に格付けされる企業です。

具体的には、「クレジットカード業」は、自社でクレジットカード（又はチケット）を発行し、

消費者（会員）が加盟店から商品、サービスを購入する際の信用保証、購入代金の立替払い、

会員に対する請求・集金などの業務を行う企業が調査の対象となります。

ただし、次のような業務を行う企業は調査の対象とはなりません。

① 代金回収だけといった一部の業務しか行っていない場合は、調査の対象としません。

② 専ら、通信販売、訪問販売、信用保証業務を行う企業及び民間金融機関、消費者金融会

社は調査の対象とはなりません。

また、「割賦金融業」は、割賦販売等に伴う販売店の債権を担保とし又は買取るなどにより、

当該販売店に対して資金の供給を行う企業が調査の対象となります。
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（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

クレジットカード業，割賦金融業（JSIC小分類番号：643）

① クレジットカード業（JSIC細分類番号：6431）
チケット又はクレジットカードを発行し、会員に対して加盟店からの物品などを購

入することについてあっせんを行い、加盟店に対しては会員に代わって立替払いを行

う事業所をいいます。

【例示】クレジットカード会社、信販会社（クレジットカード業のもの）、各種チケット団体（ク

レジットカード業のもの）

② 割賦金融業（JSIC細分類番号：6432）
主として割賦販売等に伴う販売店の債権を担保とし又は買取るなどにより、当該販

売店に対して資金の供給を行う事業所をいいます。

【例示】割賦金融業

（ファクタリング業（売掛債権買取業のもの）（JSIC細分類番号：6499）は

対象外です。）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 企業名及び （１）「Ⅰ 企業名」については、あらかじめプリントされている企業の名称が違

所在地 う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの企業の正式な名称を記入し

てください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）書きで

記入してください。また、企業名の「フリガナ」についてはカタカナで記入

してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分及び通称

名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 企業の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの企業（本社）が現に所在する所在地を記入してください。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場

資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの企業が該当する経営組織の番号を○で囲んで

ください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの企業が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資本

金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株式

会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万円

未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合は

「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社な

どをいいます。

２ 会社以外 公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

の法人 ･ 利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

団 体 ない法人・団体をいいます。

３ 個人経営 個人業主により経営されている企業をいいます。

なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 企業の系統 「企業の系統」については、次の区分により、あなたの企業があてはまる企業

の系統（資本系列など）の番号を一つ○で囲んでください。

企業の系統 内 容 例 示

○普通銀行、信託銀行、証券会社、生命保険会社、損害

１．銀 行 系 保険会社などの系列企業のうち、クレジットカード業

務を営む企業をいいます。

○割賦販売法に基づき登録された割賦購入斡旋業者のう

２．信 販 会 社 ち、「銀行系」、「中小小売商団体」、「百貨店・量販店、

流通系」、「その他」に該当する企業を除いたクレジッ

トカード業務を営む企業をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 企業の系統 （つづき）

（つづき） 企業の系統 内 容 例 示

３．中 小 小 売 商 ○専門店会、商店会などに加盟する団体で、クレジット

団 体 カード業務を営む企業をいいます。

○百貨店、量販店（※）系列のクレジットカード会社及

び、流通業者が自社又は自社の所属する企業グループ

の販売促進のため設立したクレジットカード会社をい

います。

４．百 貨 店 ・ （※）「量販店」とは、従業員５０人以上であって、

量 販 店 、 １店舗の売場面積の５０％以上がセルフサービス

流 通 系 方式（①商品が予め包装され、値段がつけられて

いること、②店のバスケット等により、客が自分

で商品を取り集めるような形式、③売場の出口等

に設けられた勘定場で一括して代金の支払いを行

う形式、を備えた販売方法）を採用している小売

業者をいいます。

○割賦販売等に伴う販売店の債権を担保とし又は買い取

５．割賦金融会社 るなどにより、当該販売店に対して資金の供給を行う

業務を営む企業をいいます。

○上記以外でクレジットカード業務を営む企業をいいま

６．そ の 他 す。例えば、電機メーカー系、石油元売会社系などを

いいます。

（注）「クレジットカード業務」とは、チケット又はクレジットカードを発

行し、会員に対して加盟店からの物品などを購入することについて、

あっせんを行い、加盟店に対しては会員に代わって立替払いを行う企

業の業務をいいます。

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 企業全体の年間売上高（年間取扱高）（消費税額を含む。）」

(年間取扱高) ①「クレジットカード業務，割賦金融業務」でいう売上高とは、取扱高（顧客

に対する信用供与額及びそれに伴う手数料収入等の収入金額の合計）をいい

ます。

② 企業全体の年間売上高については、あなたの企業が平成１８年１１月１日から

平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や所

得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、最

も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「企業全体の年間売上高（年間取扱高）（消費税額を含む。）」に占め

る業務別年間売上高（年間取扱高）」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「企業全体の年間売上高（年間取扱高）」

について、「クレジットカード業務，割賦金融業務」及び「その他業務」に

分けて業務別売上高（取扱高）を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ②「クレジットカード業務，割賦金融業務」の業務の内容については、本記入

(年間取扱高) 注意の「Ⅱ．調査対象となる企業」に記載されている業務（１～２頁参照）

（つづき） に基づきますので、当該部分を参照してください。

③「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業務

の内訳」の表に、「その他業務」の売上高に対する当該業務（売上高がある

業務）の売上高の割合をそれぞれ記入してください。

例えば、「販売信用業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の

表の「販売信用業務」欄に、「その他業務」の売上高に対する「販売信用業

務」の売上高の割合を記入してください。

なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、６頁（３）

の表の（ⅲ）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「クレジットカード業務，割賦金融業務」の年間売上高（年間取扱高）の業

務種類別割合」

①「クレジットカード業務」及び「割賦金融業務」について、年間売上高（年

間取扱高）の業務種類別の割合を、合計が１００％となるように整数で記

入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大き

いところで調整してください。

②「クレジットカード業務」については、自社カード（※を参照）の年間売上

高（年間取扱高）について、「販売信用業務」と「消費者金融業務」に分け

てそれぞれ割合を記入してください。

なお、「販売信用業務」については、国内向け年間売上高（年間取扱高）、

国外向け年間売上高（年間取扱高）に分けて記入してください。

（※）「自社カード」とは、クレジットカード会社が顧客から申込を受け（提

携先を経由する場合を含む。）、審査を行い発行するクレジットカードで、

カード会員（個人会員の契約会員及びその家族会員と企業などの法人会

員）から商品等の代金を後日受領する（クレジットカード会社が債権を

保有している）ものをいいます。一般的に、プロパーカード（クレジッ

トカード会社の単独カード）、提携カード（他のクレジットカード会社や

商業企業等と提携したもの）を指します。

③「クレジットカード業務」における「販売信用業務」、「消費者金融業務」及

び、「割賦金融業務」並びに、「その他業務」の業務の内容については、次

の表に従って記入してください。

業 務 種 類 内 容 例 示

（ⅰ）

ク 販 売 信 用 ○自社カードによる、商品の販売及びサービスの提供

レ 業 務 の際の支払繰延べに与える信用業務（販売信用業

ジ 務）による年間売上高（年間取扱高）をいいます。

ッ

ト

カ 消 費 者 ○自社カードによる消費者に対する金銭の貸付業務

ー

金 融 業 務 （消費者金融業務）による年間売上高（年間取扱

ド 高）（貸出金額、手数料、金利額の合計）をいいま

業 す。

務
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

(年間取扱高) 業 務 種 類 内 容 例 示

（つづき） ○割賦販売等に伴う販売店の債権を担保とし又は買取

るなどにより、当該販売店に対して資金の供給を

（ⅱ）割 賦 金 融 行う業務による年間売上高（年間取扱高）をいい

業 務 ます。なお、個品あっせん等は「その他業務」の

「販売信用業務」に含まれます。

○クレジットカードによらない、販売信用業務による

売上高をいい、個品あっせん、提携ローン、ロー

ン提携販売（下記の説明参照）はここに含めてく

金 ださい。

・「個品あっせん」：クレジットカードを利用するこ

となく、個々の取引ごとに個別の契約をするもの。

（ⅲ） 融 販売信用 ・「提携ローン」：特定業者による商品販売・サービ

業 務 ス提供の代金について、消費者が当該金額を金融

・ 機関から借り入れる際に債務の連帯保証をして、

当該金額を業者に交付し、当該金額を割賦方式

そ 保 （２ヶ月以上、かつ３回以上の分割払い）により

消費者から受領して金融機関に返還するもの。

・「ローン提携販売」：商品・サービス代金の借入に

険 ついて、割賦方式により返還することを条件とす

の るものに係る消費者の債務の保証をし、商品の販

売・サービス提供を行うもの。

業 ○クレジットカードによらない消費者金融業務による

消 費 者 売上高をいいます。他社カードによる消費者金融

他 金融業務 業務（自社ＣＤ、ＡＴＭ利用を含む。）はここに含

務 めてください。

その他の ○上記「販売信用業務」及び「消費者金融業務」以外

※ 金 融 ・ の信用保証業務などの金融・保険業務による売上高

業 保険業務 をいいます。

※金融業又は保険業（下記業種例示参照）業務による売上高を

いいます。

務 銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係

金融機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、

商品先物取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、

保険媒介代理業、保険サービス業）

○卸売業又は小売業（下記業種例示参照）業務による

売上高をいいます。

商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販

売事業所、百貨店・スーパー、専門店などの小売

卸売・小売 店等

業 務 ○ここでは、商品の販売による売上高のうち、上記の

「販売信用業務」による取扱高を除いた売上高を

記入してください。

その他の業務 ○上記以外の業務（物品賃貸業、建設業、不動産業な

どの事業）による売上高をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （４）「Ⅳ Ⅰの「企業全体の年間売上高（年間取扱高）（消費税額を含む。）」のうち、

(年間取扱高) 「クレジットカード業務，割賦金融業務」による営業収入額（消費税額を含む。）」

（つづき） ① 「クレジットカード業務」の収入がある場合は、「会員の入会金及び会費収

入」、「販売信用業務による会員からの手数料収入」、「消費者金融業務によ

る会員からの金利収入」及び「加盟店手数料収入」の区分に応じ、該当す

る収入額について消費税額を含めて記入してください。

② また、上記①における「販売信用業務による会員からの手数料収入」及び

「消費者金融業務による会員からの金利収入」については、それぞれの内

訳として「リボルビング方式（※）による収入」についての収入額を消費
税額を含めて記入してください。

（※）「リボルビング方式」とは、商品・サービス代金の合計額を基礎と

して、予め定められた方法により算定して得た額を、予め定められた

時期ごとに受領する方式をいいます。

③「割賦金融業務による収入」がある場合は、当該収入額について消費税額を

含めて記入してください。

（５）「Ⅴ 自社クレジットカードによる販売信用業務（信用供与額）のうち、産業別自

社開拓加盟店数及び産業別年間売上高（年間取扱高）（消費税額を含む。）」

①「自社開拓加盟店数（自社店舗を除く）」」には、自社カードによる販売信

用業務（信用供与額）において、あなたの企業が開拓したクレジットカー

ドの加盟店数（※参照）を産業別に記入してください。

（※）「加盟店数」とは、クレジットカードの利用が可能な店舗の数で、あ

なたの企業が直接契約している店舗数です。

②「年間売上高（年間取扱高）」には、自社カードによる販売信用業務の年間売

上高（年間取扱高）について、産業別に「万円」で記入してください。
なお、自社カードによる販売信用業務の年間売上高（年間取扱高）は、調

査事項の「４．Ⅲ 「クレジットカード業務，割賦金融業務」の年間売上

高（年間取扱高）の業務種類別割合」欄（本記入注意 ５頁の（３）項）の

販売信用業務の年間売上高（年間取扱高）と一致します。

③ 産業別区分は、次の区分に従って記入してください。

産 業 区 分 内 容 例 示

○衣、食、住にわたる各種の商品を販売し、取扱商品の

小 百 貨 店 、 いずれが主たる販売商品か判別出来ない事業所であっ

売 総合スーパー て、常時５０人以上の従業者を有する事業所をいいま

業 す。

その他の ○百貨店、総合スーパー以外の小売商店で、衣、食、住

小 売 店 の各種商品を小売する事業所をいいます。

○食堂、レストラン、そば・うどん店、寿司屋、喫茶店、

飲 食 店 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場、ビヤ

ホールなどの主として注文により直ちにその場で飲食
させる事業所をいいます。

旅 館 ・ ホ テ ル ○主として、宿泊または宿泊と食事を一般公衆に提供す

る事業所をいいます。

そ の 他 ○娯楽業、運輸業、不動産業など上記以外の産業をいい

ます。

※公共料金など集金代行業務による取扱高を含みます。

※海外（国外）取引による取扱高は、ここに含めてくだ

さい。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （６）「Ⅵ 「クレジットカード業務，割賦金融業務」における取扱残高（債権額）（消費

(年間取扱高) 税額を含む。）」

（つづき） ①「クレジットカード業務」及び「割賦金融業務」について、平成１９年１１

月１日現在（又は最も近い決算日）における取扱残高（債権額）を、消費

税を含めて記入してください。

②「クレジットカード業務」については、「販売信用業務」と「消費者金融業

務」に分けて、当該取扱残高（債権額）をそれぞれ記入してください。

５ 会員数等 （１）「Ⅰ クレジットカード会員数（契約数）」

平成１９年１１月１日現在（又はこれに最も近い決算日）での、自社カー

ドの会員数（契約数）（※１）の総数を法人会員、個人会員別にそれぞれ記入

してください。また、平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日まで

の１年間に加入した会員数（契約数）及び脱会した会員数（契約数）（※２）

を法人会員、個人会員別にそれぞれ記入してください。

（※１）「会員数（契約数）」とは、クレジットカードの会員契約を行って

いる有効契約数をいい、発行枚数からいわゆる契約会員に附帯する

家族会員カード発行枚数を除いた数をいいます。

（※２）「脱会した会員数（契約数）」とは、クレジットカード会社との契

約を解約したクレジットカード会員契約の数をいいます。ただし、

既存会員の家族会員カードのみの解約分は除きます。

（２）「Ⅱ 年会費別のクレジットカードの種類及び発行枚数」

個人会員（家族会員を含む。）向けクレジットカードについて、平成１９年

１１月１日現在（又はこれに最も近い決算日）で、年会費の区分（無料（※）、

有料（５ ,０００円未満、５ ,０００円以上））別に、クレジットカードの種類
（一般カード、ゴールドカード等）及び発行枚数をそれぞれ記入してください。

（※）「年会費無料」のカードとは、初年度のみ無料や、利用状況により無

料にするカードを除いた永年無料のクレジットカードをいいます。

（３）「Ⅲ 自社において発行しているクレジットカード発行枚数及び産業別提携先企

業数」

① 「１ クレジットカードの発行枚数及びＩＣカードの割合」

平成１９年１１月１日現在（又はこれに最も近い決算日）で、自社カード

の発行枚数（※）及び、そのうちの提携カードの発行枚数を記入してくだ

さい。また、自社カードの発行枚数に対するＩＣカード（ＩＣチップ

（Integrated Circuit：集積回路）を搭載したクレジットカード）の枚数の割合
を記入してください。

（※）「発行枚数」とは、退会等によって会員資格を失ったものや、有効期

限が切れたのち更新を行っていないカード枚数を除いた有効発行枚数

残高をいい、個人会員カード（家族会員カードを含む。）、法人会員カー

ドのすべての発行枚数をいいます。

② 「２ 産業別提携先企業数」

上記①の「１」欄で記入した、自社において発行している提携カード（他

のクレジットカード会社や商業企業等と提携したもの）について、「４－Ⅴ」

の産業別提携先区分により、産業別の提携先企業数（自社において発行し

ている提携カードの提携先別企業数）を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 企業全体の年間営業費用及び「クレジットカード業務，割賦金融業務」の

及び年間営業 年間営業費用（消費税額を含む。）」

用有形固定 ① 年間営業費用について、「企業全体」と「クレジットカード業務，割賦金融業務」

資産取得額 の両項目ごとにそれぞれ記入してください。なお、「クレジットカード業務，割

賦金融業務」についての区分経理がされていないため項目ごとの記入が困

難な場合には、企業全体の総売上高に占める「クレジットカード業務，割

賦金融業務」の売上高の比率を用いて事業所の営業費用を按分して、「クレ

ジットカード業務，割賦金融業務」に係る営業費用を記入してください。

② 年間営業費用については、平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日ま

での１年間について記入してください。なお、当該１年間での記入ができない

等やむを得ない場合については、最も近い決算日前の１年間の営業費用を

記入してください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 内 容 例 示

○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日まで

の１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当など

で定期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額

を税込み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

総 額 ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記

入してください。

○企業で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その

給与も含めてください。

○ 業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

外 注 費 形式で発注した経費を記入してください。なお、本社・ 支

社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費とみなします。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

の償却費を記入してください。

土 地 ○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

・ 間の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

も含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

機 械 間の賃借料を記入してください。

料 ・ ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算

装 置 機やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事

務用機器」などが含まれます。

貸倒引当金 ○売掛金、貸付金などの貸金の貸倒による損失見込額を費

繰 入 額 用として記入してください。

金 融 費 用 ○支払利息、手形割引料などの費用を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

のものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料､販売手数料、旅費、交通費、消

営 業 費 用 耗工具器具備品費､交際費、修繕費、租税公課、寄付金、

福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、広

告・宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置以外

の賃借料など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （２）「Ⅱ 企業全体の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を

及び年間営業 含む。）」

用有形固定 ① 「企業全体の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日か

資産取得額 ら平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中

（つづき） 古品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してくださ

い。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資 産 区 分 内 容 例 示

機 械 ・ 設 備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

・ 装 置 具、機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 産 設備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 企業全体の従業者数」

企業全体の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、「常

用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の企業に派遣し

ている人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」

の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、「総計」

の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の企業で

働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

（つづき）
雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事業

所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、給

① 個人業主（個人 与を受けずに企業の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても 、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくださ

家 族 従 業 者 い。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社以

外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わない）

で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員を

兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は「常用雇用者」に含めて

ください。また、ただ単に名目的で、業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か月

常 用 雇 用 者 を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③ 一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」など

正職員などと と呼ばれている人

呼ばれている人

④パート、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」など

アルバイトなど と呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、

「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

（①から⑤の合計） した従業者の総計（合計欄）

総計（①～⑤ ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

の合計）のうち､ した人のうち、他の会社など別経営の企業へ出向・派

別経営の企業 遣している人又は下請けとして他の会社など別経営の

に派遣している 企業で働いている人

人

総計のほかに別経 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

営の企業から派遣 した人のほかに、他の会社など別経営の企業から出

されている人 向・派遣されている人又は下請けとして他の会社など

別経営の企業からきて働いている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「クレジットカード業務，割賦金融業務」の部門別従事者数」

（つづき） ① 「クレジットカード業務，割賦金融業務」に携わる従事者数（※参照）を

部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、そ

の人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してくだ

さい。

（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の企業に

派遣している人」を除き、「別経営の企業から派遣されている人」を含

めた人数をいいます。ただし、別経営の企業から派遣されていても「ク

レジットカード業務，割賦金融業務」以外の業務に従事している人は

除きます。

② この欄では、「クレジットカード業務，割賦金融業務」に携わる従事者数

を記入して頂きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数と

なります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の企業に派遣

している人」＋「別経営の企業から派遣されている人」のうち、

「クレジットカード業務，割賦金融業務」に携わる人数（従事者数）

③ 部門別従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業など

管 理 ・ 営 業 の業務に従事する人

部 門 ※有給役員のうち、「クレジットカード業務，割賦金融業

務」を担当する役員は、ここに含めてください。

顧 客 ・ 加 盟 店 ○クレジットカード会員・加盟店情報についてのデータ

管 理 部 門 管理などの業務に従事する人

○新規クレジットカード会員の申込情報の審査、クレジッ

審 査 部 門 トカード発行の可否、クレジットカード利用限度額の

決定などの業務に従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成１９年特定サービス産業実態調査

デザイン・機械設計業調査票記入注意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて「事業所」若しくは「デザイン・機械設計業務」（※）について「あなたの事業所」

に関する内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

（※）「デザイン・機械設計業務」の内容は、下記の「Ⅱ．調査対象となる事業所」の（１）

及び（２）において記載されている業務となりますので参照してください。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８０６－デザイン・機械設

計業に格付けされる事業所です。

具体的には、（１）「デザイン業」は、顧客の要請に応じて、工業的・商業的製品又はその他

の造形物、装飾の製造・製作に関し、販売を目的に用途、材質、製作法、形状、色彩、模様、

配置、照明などについて設計、表現する業務を行う事業所が調査の対象となります。

なお、デザイン業の業務種類は、以下のとおりです。

①インダストリアルデザイン ②パッケージデザイン ③グラフィックデザイン

④ディスプレイデザイン ⑤インテリアデザイン ⑥マルチメディアデザイン

⑦テキスタイル、ファッションデザイン

⑧その他のデザイン（クラフトデザイン、ジュエリーデザイン、サインデザインなど）
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ただし、デザイン業務は行っているが、そのデザインにより一貫して製造・販売までを行

う事業所（衣服製造業、漆器製造業など）や、個人が副業的にデザイン業務を行うものは、

調査の対象となりません。

（２）「機械設計業」は、顧客の要請により、機械、電気工学を基本として創意、考案し、機

械の物理的実体の具体的構造を決定して、その機械を製造するための計画組立図面及び設計

書等の作成並びに製作可能な詳細図面を作成する業務を行う事業所が調査の対象となります。

ただし、①エンジニアリング業、②機械設計から製造までを一貫して行う事業所、③自社

の機械製造を行うための機械設計業務のみを行っている事業所は、調査の対象となりません。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

デザイン・機械設計業（JSIC小分類番号：806）

① デザイン業（JSIC細分類番号：8061）

工業デザイン，クラフトデザイン，インテリアデザイン，商業デザインなど，工業

的，商業的デザインに関する専門的なサービスを行う事業所をいう。

衣服，スカーフなどの服飾デザイン，服地，着物地などのテキスタイルデザイン及

びパッケージデザインを行う事業所も本分類に含まれる。

【例示】工業デザイン事務所、クラフトデザイン業、インテリアデザイン事務所、商業デザ

イン事務所、服飾デザイン業、テキスタイルデザイン事務所、パッケージデザイン事

務所

② 機械設計業（JSIC細分類番号：8062）

各種機械の設計を行う事業所をいう。

【例示】機械設計業；機械設計製図業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が現に所在する所在地を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、本社が現に所在する所在地を記入してください。したがって、

あなたの事業所が本社である場合は、この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場

資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を○で囲ん

でください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社な

どをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有

２ 会社以外 しない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あらかじめプリントされている

内容が違う場合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する本社・支社別の

番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入

してください。他の事業所分は含みません。

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」について

① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１８年１１月１日か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「デ

ザイン・機械設計業務」及び「その他業務」に分けて業務別売上高を記入

してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ② 「デザイン・機械設計業務」の業務の内容については、本記入注意の「Ⅱ．

（つづき） 調査対象となる事業所」に記載されている業務（１～２頁参照）に基づき

ますので、当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。例えば、「製造業務」の

売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の表の「製造業務」欄に、「そ

の他業務」全体の売上高に対する「製造業務」の売上高の割合を記入して

ください。なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、

本記入注意の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業

別区分表（６～８頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「デザイン・機械設計業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「デザイン・機械設計業務」の年間売上

高について、その内訳である業務種類別の割合を、合計が１００％となる

ように整数で記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、

割合の最も大きいところで調整してください。

② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

業 務 種 類 内 容 例 示

インダストリアル ○機器（輸送・電気・音響・事務など）、スポーツ用

品などのデザイン

デ パ ッ ケ ー ジ ○箱、商品個装（詰め合わせ商品なども含む）のデザ

イン

グ ラ フ ィ ッ ク ○ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデ

ザ ザイン

デ ィ ス プ レ イ ○展示構成、店舗・店頭装飾、ウィンドーディスプレ

イなどのデザイン

イ イ ン テ リ ア ○室内の構成と装飾のデザイン

○カーテン、カーペットなどインテリアファブリック

テ キ ス タ イ ル 、 繊維製品、生地、タペストリー、ユニフォーム、

ン フ ァ ッ シ ョ ン 既製服、帽子、鞄、ハンドバック、装身具、スカーフ、

履物などのデザイン

○デジタルコンテンツ（アプリケーションソフトウェア、

業 マ ル チ メ デ ィ ア ＣＤ－ＲＯＭなど）、インタラクティブメディア、

オンラインプロダクツ（Ｗｅｂなど）などのデザイン

○クラフトデザイン（陶磁器・ガラス・木竹・漆・金

務 属・紙・布帛製品など）

そ の 他 ○ジュエリーデザイン（装飾品、身辺細貨品など）

○サインデザイン（標識、看板、シンボルマークなど）

○庭園、道路、建物、都市計画造成、本の編集、完成

予想図などのデザイン
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業 務 種 類 内 容 例 示

○機械や装置の基本仕様決定のための基本計算、基本

基 本 設 計 構想図、全体計画図、技術図書の作成などの基本設

機 計業務及び設計の総合管理業務

○基本設計に基づき、機械や装置の機能・構造・機構

械 などの具体化を図る計画設計業務

計 画 設 計 ○基本設計を基に、実績のある機械や装置参考例を応

設 用して機能・構造・機構などの具体化を図る類似計

画設計を作成する業務

計 詳 細 設 計 ○詳細計画図の作成、作成に伴う検討図・強度計算

書・組立図、部品図等を作成するための業務

業 コンサルティング ○機械・装置の設置、操作等の技術的・経済的、又は

立地条件等の情報を提供する業務

務 ○コンピュータによるプログラム及びマニュアル等の

そ の 他 作成業務

○テクニカルイラスト、トレース、出張業務、派遣業

務等の上記以外の業務

５ 年間売上高の （１）Ⅰ「デザイン・機械設計業務」の年間売上高の契約先産業別割合

契約先産業別 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大き

いところで調整してください。

（２）契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

契約先産業 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維製

品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工品、

製 造 業 印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラスチック

製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、窯業・土

石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、電気機械、

情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、精密機械、

武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） 通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間

放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、

情報通信業 情報処理・提供サービス業）、インターネット附随サービス

業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、

音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制

作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関（クレジットカード

保 険 業 業，割賦金融業など）、証券業、商品先物取引業、補助的金

融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介代理業、保険サー

ビス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

飲 食 店 , 食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

宿 泊 業 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

サービス業 土木建築サービス業、著述・芸術家業、写真業、その他の専

（同業者を除く） 門サービス業（興信所、社会保険労務士事務所、経営コンサ

ルタント業など））、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・

浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービ

ス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠

婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械

等修理業、物品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業（速

記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証明業、建物

サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分類されない事

業サービス業）、政治・経済・文化団体､ 宗教､その他のサー
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） サービス業 ビス業（集会場、と畜場、他に分類されないサービス業）、

（同業者を除く） 外国公務（外国公館、その他の外国公務）

（つづき）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「デザイン・機械設計業」の同業者（同一企業の本社・支社・

営業所間での企業内取引を含む。）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ の 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が平成１８

用有形固定資 年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの１年間にかかった費用について、下

産取得額 記区分に従って記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、最

も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

給 与 支 給 み金額で記入してください。

総 額 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・

アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入して

ください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、の給与

も含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用有形固定資 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

産取得額 外 注 費 形式で発注した経費を記入してください。なお、本社・支

（つづき） 社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費とみなします。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

機 械 の賃借料を記入してください。

料 ・ ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算機

装 置 やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事務用

機器」などが含まれます。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告・宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置

以外の賃借料など

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を含

む。）」

① 「事業所の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日から

平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古

品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機械・設備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器具、

・ 装 置 機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設備

資 産 の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など



- 10 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

① 個人業主（個人 給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

家 族 従 業 者 さい。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

② 有 給 役 員 を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つづき） 雇用形態区分 内 容 例 示

④パート、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

アルバイト どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

など マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の総計（合計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

別経営の事業 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など

所に派遣してい 別経営の企業で働いている人

る人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」に記入

経営の事業所か した人のほかに、他の会社など別経営事業所から出

ら派遣されている 向・派遣されている人又は下請として他の会社など

人 別経営の事業所からきて働いている人

（４）「Ⅱ 「デザイン・機械設計業務」の部門別従事者数」

① 部門別従事者数については、「デザイン・機械設計業務」に携わる従事者

数（※参照）を部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ねてい

る場合でも、その人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部門）

で区分してください。

（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所に

派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」を

含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていても

「デザイン・機械設計業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「デザイン・機械設計業務」に携わる従事者数を記入して頂

きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「デザイン・機械設計業務」に携わる人数（従事者数）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ③ 部門別従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（つづき）

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に総務、企画、人事、経理、予算などの業務に

管 理 ・ 営 業 部 門 従事する者

○各種のデザイン・機械設計業務の受注契約、委託者

の意向を自社内の各部門へ伝達するなどの業務に従

事する者

※有給役員のうち、「デザイン・機械設計業務」を担

当する役員は、ここに含めてください。

インダストリアル ○機器（輸送・電気・音響・事務など）、スポーツ用

品のデザイン業務に従事する者

パ ッ ケ ー ジ ○箱、商品個装などのデザイン業務に従事する者

デ グ ラ フ ィ ッ ク ○ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデ

ザイン業務に従事する者

デ ィ ス プ レ イ ○展示構成、店舗・店頭装飾、ウィンドーディスプレ

ザ イなどのデザイン業務に従事する者

イ ン テ リ ア ○室内の構成と装飾のデザイン業務に従事する者

○カーテン、カーペットなどインテリアファブリック

イ テキスタイル 、 繊維製品、生地、タペストリー、ユニフォーム、

フ ァ ッ シ ョ ン 既製服、帽子、鞄、ハンドバック、装身具、スカーフ、

履物などのデザイン業務に従事する者

ン

○デジタルコンテンツ（アプリケーションソフトウェア、

マルチメデ ィア ＣＤ－ＲＯＭなど）、インタラクティブメディア、

部 オンラインプロダクツ（Ｗｅｂなど）、などのデザ

イン業務に従事する者

そ の 他 ○クラフト（陶磁器・ガラス・木竹・漆・金属・紙・

門 布帛製品など）

○ジュエリー（装飾品、身辺細貨品など）

○サイン（標識、看板、シンボルマークなど）

○庭園、道路、建物、都市計画造成、本の編集、完成

予想図など、その他のデザイン業務に従事する者

機 械 系 ○機械部門に従事する者

機 電 気 系 ○電気部門に従事する者

械 ○上記（機械系、電気系）以外の土木・建築系（土木・

設 建築部門に従事する者）、情報システム系（情報シ

計 そ の 他 ステム部門に従事する者）など、その他の機械設計

部 部門に従事する者

門
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平成１９年特定サービス産業実態調査

計 量 証 明 業 調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答えの内容は、統計上の

目的以外に使用されることはありません

平成１９年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて「事業所」若しくは「計量証明業務」について「あなたの事業所」に関する内容

を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類小分類９０３－計量証明業に格付けされる

事業所です。

具体的には、「計量証明業」は、顧客の要請に応じて、以下の業務を営む事業所が調査の対象

となります。

①貨物の質量、体積などを計量し、その結果の証明（証明行為の形式は問わない。以下同じ。）

を行う業務（一般計量証明業務）

②環境の状態に関して、大気・水質・土壌の濃度、騒音・振動レベルなどを計量し、そ

の結果の証明を行う業務（環境計量証明業務）

③一般計量証明業務及び環境計量証明業務以外で、貨物以外の質量などの計量証明、環

境以外の濃度などの計量証明を行う業務（その他の計量証明業務）

ただし、自企業内の測定分析のみを行っている事業所は、調査の対象となりません。また、

船積貨物の積込・陸揚にかかわる検数・鑑定・検量を行う事業所は、日本標準産業分類大分

類Ｉ－運輸業（４８９９）に分類される（次頁の①参照）ため、調査の対象となりません。



- 2 -

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

計量証明業（JSIC小分類番号：903）

① 一般計量証明業（JSIC細分類番号：9031）

主として委託を受けて，貨物の積卸し又は入出庫に際して長さ，質量，面積，体積

又は熱量を計量し，その結果の証明（証明行為の形式を問わない）を行う事業所をい

う。

ただし，船積貨物の積込又は陸揚にかかわる検数・鑑定及び検量を行う事業所は

大分類Ｉ－運輸業［4899］に分類される。

【例示】質量計量証明業、長さ・面積等計量証明業

② 環境計量証明業（JSIC細分類番号：9032）

主として委託を受けて，環境の状態に関し，濃度，騒音レベル，振動レベル，放射

能などを計量し，その結果の証明（証明行為の形式を問わない）を行う事業所をいう。

【例示】環境測定分析業、作業環境測定分析業、土壌汚染測定分析業、水質汚濁測定

分析業、浮遊粉じん測定業、放射能等測定分析業

③ その他の計量証明業（JSIC細分類番号：9039）

主として委託を受けて，貨物以外の長さ，質量など又は環境の状態以外の濃度など

の物象の状態の量に関し計量し，その結果の証明（証明行為の形式は問わない）を行

う事業所をいう。

ただし，貨物にかかわる質量などの計量証明を行う事業所は細分類9031に，環境に

かかわる濃度などの計量証明を行う事業所は細分類9032に分類される。

【例示】金属・鉱物分析業、貨物以外の質量証明業、環境以外の濃度計量証明業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が現に所在する所在地を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、本社が現に所在する所在地を記入してください。したがって、

あなたの事業所が本社である場合は、この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あらかじめプリントされている内容が違う場

資 本 金 額 合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を○で囲ん

でください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社な

どをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有

２ 会社以外 しない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あらかじめプリントされている

内容が違う場合は「×」で抹消し、あなたの事業所が該当する本社・支社別の

番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入

してください。他の事業所分は含みません。

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」について

① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１８年１１月１日 か

ら平成１９年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「計

量証明業務」及び「その他業務」に分けて業務別売上高を記入してくださ

い。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ② 「計量証明業務」の業務の内容については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象

（つづき） となる事業所」に記載されている業務（１～２頁参照）に基づきますので、

当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。例えば、「製造業務」の

売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の表の「製造業務」欄に、「そ

の他業務」全体の売上高に対する「製造業務」の売上高の割合を記入して

ください。なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、

本記入注意の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業

別区分表（６～８頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「計量証明業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「計量証明業務」の年間売上高について、

その内訳である業務種類別の割合を、合計が１００％となるように整数で

記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

業 務 種 類 内 容 例 示

一 ○貨物の質量の測定

般 一 質 量

計 般

量 計 ○貨物の体積の測定

証 量 体 積

明 測

業 定 そ の 他 ○貨物の長さ、面積、熱量等の上記以外の測定

務

環 大 気 ○ばい煙、粉じん、自動車排気ガス、悪臭等の大気中

境 の物質の濃度の測定

計 環 水 質 ○河川、湖沼の沿岸地域等の公共用水域に排水される

量 境 水に含まれる物質の濃度の測定

証 測 土 壌 ○水底のたい積物等を含む土壌中の物質の濃度の測定

明 定

業 騒 音 ○事業活動や建設工事等に伴って発生する騒音・振動

務 の測定
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業 務 種 類 内 容 例 示

○「作業環境測定法施行規則」により、有害な業務と

環 して指定された下記５区分の作業場内における空気

境 中の粉じん、放射性物質、鉛、有機溶剤の濃度の測

計 定

量 作業環境測定 ⅰ 粉じんを著しく発散する屋内作業場

証 ⅱ 放射性物質取扱作業室

明 ⅲ 特定化学物質を製造し、若しくは取扱う屋内作業場

業 ⅳ 鉛業務を行う屋内作業場

務 ⅴ 有機溶剤を製造し、若しくは取扱う屋内作業場

（ 建 ○興行場、百貨店、事務所、集会所、図書館等多数の

つ 物 空 気 者が使用・利用する施設内の浮遊粉じん、一酸化炭

づ 内 素、炭酸ガス等空気の測定

き 測 飲 料 水 ○興行場、百貨店、事務所、集会所、図書館等多数の

） 定 者が使用・利用する施設内の飲料水の水質測定

そ の 他 ○上記以外の環境の状態に関する測定

○貨物以外の長さ・質量などの測定、環境以外の濃度

そ の 他 などの測定、金属・鉱物分析等の上記以外の計量証

明業務

５ 年間売上高の （１）Ⅰ「計量証明業務」の年間売上高の契約先産業別割合

契約先産業別 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大き

いところで調整してください。

（２）契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

契約先産業 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維製

品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工品、

製 造 業 印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラスチック

製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、窯業・土

石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、電気機械、

情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、精密機械、

武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） 通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間

放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、

情報通信業 情報処理・提供サービス業）、インターネット附随サービス

業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、

音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制

作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

金 融 ・ 銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

保 険 業 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関（クレジットカード

業，割賦金融業など）、証券業、商品先物取引業、補助的金

融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介代理業、保険サー

ビス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

飲 食 店 , 食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

宿 泊 業 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

サービス業 土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・芸術家

（同業者を除く） 業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社会保険

労務士事務所、経営コンサルタント業など））、学術・開発

研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連

サービス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物

品預り業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽業、廃

棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広

告業、その他の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複写
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 契約先産業 業 種 例 示

割合（つづき） 業、商品検査業、建物サービス業、民営職業紹介業、警備業、

サービス業 他に分類されない事業サービス業）、政治・経済・文化団体､

（同業者を除く） 宗教､その他のサービス業（集会場、と畜場、他に分類され

（つづき） ないサービス業）、外国公務（外国公館、その他の外国公務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「計量証明業」の同業者（同一企業の本社・支社・営業所間

での企業内取引を含む。）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ の 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が平成１８

用有形固定資 年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの１年間にかかった費用について、下

産取得額 記区分に従って記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、最

も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

給 与 支 給 み金額で記入してください。

総 額 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・

アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入して

ください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、の給与

も含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用有形固定資 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

産取得額 外 注 費 形式で発注した経費を記入してください。なお、本社・支

（つづき） 社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費とみなします。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

借 ○機械・装置を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

機 械 の賃借料を記入してください。

料 ・ ○「機械・装置」には、自動車などの「輸送用機器」、電算機

装 置 やパソコンなどの「情報関連機器」、複写機などの「事務用

機器」などが含まれます。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告・宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置

以外の賃借料など

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用有形固定資産取得額（消費税額を含

む。）」

① 「事業所の営業用有形固定資産取得額」には、平成１８年１１月１日から

平成１９年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古

品、建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用有形固定資産の取得がなかった場合は、合計

欄に「０」を記入してください。

② 年間営業用有形固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用有形固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機械・設備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器具、

・ 装 置 機械、設備、装置、備品などの購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設備

資 産 の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成１９年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

① 個人業主（個人 給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても 、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

家 族 従 業 者 さい。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３

個人経営」を選択した場合に記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

② 有 給 役 員 を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成１９年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つづき） 雇用形態区分 内 容 例 示

④パート、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

アルバイト どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

など マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

（①から⑤の合計） した従業者の総計（合計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

合計）のうち、 した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出向・

別経営の事業 派遣している人又は下請けとして他の会社など別経営

所に派遣してい の企業で働いている人

る人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」に記入

経営の事業所か した人のほかに、他の会社など別経営事業所から出

ら派遣されている 向・派遣されている人又は下請として他の会社など

人 別経営の事業所からきて働いている人

（４）「Ⅱ 「計量証明業務」の部門別従事者数」

① 部門別従事者数については、「計量証明業務」に携わる従事者数（※参照）

を部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、

その人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してく

ださい。

（※）従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所に

派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」を

含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていても

「計量証明業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「計量証明業務」に携わる従事者数を記入して頂きますので、

調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「計量証明業務」に携わる人数（従事者数）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ③ 部門別従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（つづき）

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に総務、企画、人事、経理、予算などの業務に

従事する者

管理・営業部門 ○各種の計量証明業務の受注契約、委託者の意向を自

社内の各部門へ伝達するなどの業務に従事する者

※有給役員のうち、「計量証明業務」を担当する役員

は、ここに含めてください。

○貨物の質量、体積などの測定について、計量器の

一般計量測定 整備、計量の正確さの確保、計量方法の改善な

ど一般計量測定業務に従事する者

○大気・水質・土壌の濃度、騒音・振動レベルな

技 環 境 測 定 どの測定について、計量器の整備、計量の正確

さの確保、計量方法の改善など環境測定業務に

従事する者

術 ○有害な業務として指定された５区分の作業場（※）

内における空気中の粉じん、放射性物質、鉛、有機

溶剤の濃度の測定について、サンプリング及び分析

部 作業環境測定 （解析を含む）など作業環境測定業務に従事する者

（※）６頁の、業務種類区分の表の「作業環境測定」

に係る内容例示欄を参照してください。

門 建 物 内 測 定 ○興行場、百貨店、事務所、集会所、図書館等多数の

者が使用・利用する施設内の空気、飲料水の水質な

どの測定について、サンプリング及び分析（解析を

含む）など建物内測定業務に従事する者

そ の 他 ○上記に該当しない技術部門の業務に従事する者

そ の 他 ○上記に該当しない計量証明業務に従事する者


